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退職手当及び税金等について －－■一一一
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I 説明の順序 ｜

1退職手当額の計算方法

2税金について

（1）退職手当自体にかかる税金

(2)給与所得にかかる住民説

3早期退職募集制度について
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’1退職手当額鋤計算方法

司 南一 易由一ワ中二丁 四一一一■

I退職手当額＝①基本額 ＋②漉整甑
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●退嘩日俸給月馥

。『俸給の塑翰麺』を含む
■ 一三才＝一一▲■ーーF■■世

●支給率

勤鋭期間と退職事由によ為

(涜料1参照）
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|②調蕊尋蓋 ’
、

在職期間中の各月ごとに,顧務の級に対応
する鯛整月麹が定まる。

（資料2参照）

↓

このうち， の多い方か層

蝕且公(5年分)を合筋した額が醐整額と
なる。
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税金に●いて
－－－ －－__一_- － R

(1)退職手当富体にかかる税金

①所得税.復興特別所得税
②住民税
･市区町村民税

･都道府県民税

→瀧驫挙繼醐幽を基に税額
ｒ

｛

顛課識

’
ー 一画＝

醗
際税退職所得金額＝
(退職手当額一退職所得控除額）

●退職所得控除額
勤続年数に応じて控除額が定まる

（糞料4の別紙参照）
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’ ’①講得穂,復興特別所得税

E認鷺[×税目区一

×102.1％

(税率及び控除額は；資料4参照）

ノ
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I

而 ‐三I②住民税

市区町村民税

諜税退職所得金額×6％

都道府県民説

謀税退職所得金額×蝋

（麦料4参照）
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I 前年の給与所得を基準に，
翌年に課税される6

↓

退職後も在職時と同程度の
住民税を負担することとなる。
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住民説民 詮組み鋤
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’ ’【再来年度に紬糠するも鯵】来 る
(R3.6～R4.5)

Ｉ
Ｉ

’減誕卿輔犠涛獅鐡蕊 I
f6
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’
給与 牒税(軸付期間と方法）

R1.6~RZ03

毎月の給与から徴収

R2.4-R2,5

退黛手当から微収
R2.侭。､夕通3昼

餐盲･管市匿町村に鎮付

R3.6-R". 丁一
餐自で市区町村に紬付

■■ 一 今竺■■ 画邑 ■ 画FP 再L－L■

H30.1-H30.12

阿訓.1へ'R1.12

R2.1-硬弘3

17

I

①擬要

募集募集実施蔓項を発出

↓

庵募自発的意思に震ねられる｡退戦日まで取下げ可

↓，

認室豚定(不隠定)の決定は書面で通知
↓：

退職退職手当額の劉増し 鯉

一一－一一． ■■■ ■Dqp
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組織の年齢別構成の適謝確図る制康
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’基本額=退職日俸給月額_×支給率

●支給率

定年退職と同率

、
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基本額＝基本 退脳塾歴瞳塁篭×支給率

●退職日俸給月額
定年前早期退職特例措置による加蝉

’
【原則】定年と退嘩員に麓ける年齢との差に相当する
年数1年につぎ8%難算

－画一一 一口

(例外）◇上配年敷が1年の増合皇％加算

◇次の場合は要件を充足せず,如算なし

・連威日が,定年に達する白から6月前の周の亜日以
降となる堰合．

・勘続期間が20年に溝だなし§塙合

・年齢が定年から15|年を減じた年齢に満たない増合
麺

！

’副ました

’ 進戦手当等についてのご質問は,各所属庁の担当係ま
でお問い合わせください。

東京高裁人事扉給与第一係

東京地裁人事扉給与第一係

東京家華.人亭扉給与係

参照HP;人事院ホームページ＞定年後の生活設計(生
涯股計総合傭報提供ｼｽﾃﾑ)＞定年後の収入と支出
＞退職手当制度

URL:h廿pmmimiLゅ律/翫"F=g"…imm圃骨xjtrnl

謎

－
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退職手当額＝①基本霞十②調整額



(資料1）

退職手当支給率早見表(抜粋）

（

勤
続
期
間

■定年
･早期退職募集制度による
応募麗定退職

･自己都合

20年未満は省略
？ ●

０
１
２
３
４

２
２
２
２
２

24.586875

26.260875

27.934875

29.608875

31.282875

19.6695

21.3435

23.0175

24.6915

26.3655

25

26

27

28

29

33.27075

34.77735

36.28395

37.79055

39.29715

28.0395

29.3787

30.7179

32.0571

33.3963
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３
３
３
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３
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(資料2）

退職手当の調整月額区分表

（
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職員の
区分

調整額
(月額）

行H

級

行(二）

級 適用範囲

1

2

3

4

5

6

7

95,400円

78,750円

70,400円

65,000円

59,550円

54,150円

43,350円
0 0

10級

9級

8級

7級
C e

6級

8

●

32,500円 5級 5級 3人以上(－定の場合には2人以上)の職種の
長を直接指揮監督する者

9 27, 100円 4級 5級 第8号区分である者を除く。

10 21,700円 3級
4級

P■q■ロ■■I■■1■■ロ■■■1

3級

■●●●■■りわ■●｡■■■pPp0■－■4■■■のP－pP■ﾄ 1■■□■■■■I■■●1■■■■Pnpd■｡、
●

一定の要件を満たす者

11 0
級
級
２
１

3級

2級
1級

■

第10号区分である者を除く。
－0■ロﾛ■1■q■q■■■■1■q■q■P■■q■1■ロq■■q■口■4■●■●■0■1■ロ■■●U■■■■■＝｡■ﾛ■q■q■q■4■1■q■Pq
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蕊
u 源泉徴収すべき所祷税及棚輿特創廃霧税蝋

源泉徴収すべき復興特別所得税の顔は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1％相当額とされており、
復興特別所得税は、所信税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされていますd
実際には､次のとおり､原泉徴収の対象となる支払金額等に対して､所得税と復興特別所得税の合計
税率を乗じて計算しだ金額を徴収し、 1紋の所得税徴収高計算書（納付ま>で納付します。
繕)給与琴に係る所徳税及び擾興特別所得税の蕊泉徴収については次の2により行います。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

支孤金顧等×合齢税率(鋤“＝霊泉徴収すべき所得税及び擾興特別所得税の甑“
(函算出した所得税及び復興特別所得税の顔に1円朱識の蟻数があるときは、その端数を切り捨てま式

※1合計税率の齢算式
B敏■■■■●■■●■a■■■■■■F■UUg●、■a■■□■色涯■p■■■■■■●●■自口■■■■■曲■写。■F■為ロ . ◆ 回■ 、

§合計税率(%>＝所得税率㈱×1oa1%;■ d
疎ｱ旬●■■■■●”■暦■■●Q■■■■ﾛﾛg■●■■■■■■■■■●凸■p■■■■■■UQ●●■口角由■と｡■ご忠

※2所得税率に応じた合計税率の例 ．

所得税率院I I SI 7 1 10 1 15116 1 181． 20

(所密轟繍翻錐,%) Ia1“｜”47’ 1“’ ’'5副s11ss3sll“7B’2“2

I
※S具体的挙例:報酬・料金として8Ba8SS門を支払った嬬合(所得税率10%の蛎合〉
888i888円× 、10.21% =gO,7554648R(1円末海切捨て) =ウ 90,755B
（支払金顔） （合計税率） （算出税額） （源泉徴収税額）

－－－ －ー一一

屋給与巻に係る所簿 憲禁劉風

‘給与等については､平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき､所得税と復興特別所得税の合計韻
を徴収し、 1枚の所得税徴収高計算差(納付書)で納付します｡．
(注）平成25年分以後の源泉徴収税額表は､.国税庁ﾎｰﾑペｰジに掲職しています(税務唇からも年末鯛整を行う時
・ 期に配布する予定で乱)。

I宮年緬霊 ｜
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額と蔵っておりますので、年末溺
整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
坪成25年1眉以降の源泉徴収）



(資料4）

退職所得に係る源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税額の速算表(平成31(2019年)年分）

(注）

1課税退職所得金額(A)=｡(退職手当等の金額一退職所得控除額〈別紙参照))×1/2(所得税法第30条第2項)※

が5年以下である場合は,2分のﾕしない(特定役員退職手当等)。

→課税退職所得金額(A)=(退職手当等の金額一退職所得控除額) "

2課税退職所得金額に,1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる(所得税法第201条)。

3所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際の税額の端数処理については,計算の途中では端数処理を行わず,最後に1円未満の端数を

切り捨てる(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3'条)。

退職手当に係る地方税特別徴収税額の速算表(平成25年1月1日適用）

(注）

4課税退職所得金額(A)は,所得税と同様の方法((注)1,2参照)で算出する(地方税法第50条の3第2項,第328条の2第2項)。

5算出した道府県民税(都民税)額及び市町村民税(織り区民税)額に'00円未満の端数がある場合は,その端数をそれぞれ切り捨てる。
両税を合算した上で切り捨てないように注意する。

課税退職所得金額(A) (注)112 税率(B) 控除額(C) 税額=､((A)×(B)-(C))×102.1%(注)3
■ 凸

1,950,000円以下

1,950,000円超 3,300,000･円以下

3,300,000円超 6,950,000円以下

6,950,000円超 9,000,000円以下

9j000,000円超 18,000,000円以下

18j000,000.円超 40,000,000円以下

40,000,000 円超

5％

10％

20%

23％

33％

40％

45％

－

97,500円

427,500円

636;000円

1,536,000円

2,796,000円

4,796,000円

( (A)X
○色

5％ ） × 102｡1%

％
％
‐
％
％
％
％

１
１
１
１
１
１

２
２
２
．
２
２
２

０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１

×
×
×
×
×
×

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

円
円
円
円
円
円

０
０
．
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

５
５
０
０
０
０

Ｊ
９
分
３
３
３

７
７
６
６
６
６

９
盤
闘
認
内
ね

り
Ｊ
ｐ

ｌ
２
．
４

■一
一
一
一
一
一

％
％
％
％
％
％

０
０
３
３
０
５

１
２
２
３
４
４

×
×
×
×
×
×

㈹
㈹
伽
伽
伽
閲

く
く
く
く
く
く

●

課税退職所得金額(A)("4

税率

道府県民税

(都民税）

･税率(c)

､市町村民税

(特別区民税）

地方税特別徴収額合計
■

一律 4％． ‐ 6％



(資料4）

別紙

源泉徴収のための退職所得控除額の表
．(所得税法別表第六）

※「勤続年数｣とは,退職手当等の支払いを受ける人が，退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の

基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算した一定の年数をいう(所得税法施行令第69条)。
※勤続年数に1年未満の端数が生じた場合は,これを切り上げる。

の

勤続年数

、

｡ ．蝿所得空除額 I

一般退職の場合 障害退職の場合
数

退職所得空除額

一般退職の場合 障害退職の場合

2年以下

年
年
年

３
４
５

年
年
年

６
７
８

9年

年
年
０
１
１
１

年
年
年

２
３
４

１
１
１

碑
眸
祥

１
１
１

年
年
年

８
９
０

１
１
２

21年

22年

23年

千円

800

1,200

1,600

2,000

口● p

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000

6,400

6,800

7,200

7,600

8,000

8,700

9,400

10,100

■

千円

1,800

凸

2,200

2,600

3,000

3,400

3,800
ゅ

4,200

4,600

5,000

5》400

5,800

6,200

6,600

7,000●

6

●｡

7,400

･7w800

8,200

8,600

9,000

9,700

10,400

11,100

24年

25年。

26年

年
・
年
年

７
８
．
９

２
２
２

年
年
年

０
１
２

３
３
３

年
年
年

鍋
型
弱

36年
P

37年

38年

39年
｡

40年

41年以上

千円

10,800

11,500

12,20q

＆

12,900

13,600

14,300

15,000

15,700

16,400

17,100

17,800

18,500

19,200

19,900

20,600

21,300

22,000

22,000千円に，

勤続年数が40年

を超える1年ごと

に700千円を加算

した金額

千円

11j800

12,500

13,200

13,900

14,600

15,300

16,000

16,700

17,400

18,100

18,800

19,500

20,200

20,900

21,600

22,300

23,000

23,000千円に，

勤続年数が40年

を超える1年ごと

に700千円御ﾛ算

した金額



画塞退職手当
国許 一

額賦算ワークシート

三 ■ 三一面 ～ゴー ー口､ 字

棚雫鬘州につい"人事耐_ﾑべｰジ"順郷員蝋計総倉締鮒測｜※環在の法令及び俸給馬額等を基にした試算義です。

(http://wwwjinji.gojp/shougai-so-gogjoho/index.html)を参照してください。

※ご不明な点は‘所属の退職手当事務担当者にお問い合わせください。

東京高裁→人事課給与第一係(内線■■DI;| 1)
東京地裁→人事課給与第一係(内線:■■DI:■■■■ I
東京家裁→人事課給与係(内線:■■DI:■■■■■■）
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’ 1基本データ ’

氏名

｜…①採用年月日

退職予定年月日 ’ |…② ②-①＝

『~~~]月(…総篝"閥“,鋤闘の繩…･除算期間

勤続期悶 。[~－1年(在螂閥一嘩鯛閥)(拝糊‘,鵬敷"総て）

退職日の俸給の月額b1 1円
※現在の俸給の月額により賦算

(休職･育休等の期間に対し,各期間の休職等事由に応

I

(①の日那展する月から②の

在職期間 日が属する月までの月数）

’ ’

じた一定割合を乗じて算出した月数）

０
Ｖ

’ ’2退職手当額の計算
－■＝一＝ー マ

(1)基本額の計算
基本額 退職日の俸給の月額 勤続期間(a)に応じた支給率

’ ’ ’ ’ ！ ’円 =b 円 ×C

(2)調整額の計算

調整額

’ '1 円×I 月） ②（I。 円 ①（ロ 円× 月）

(3)退職手当額の計算
基本額 調整額 退職手当額

I ’ ’ ’ ’ ’ 一派諏涙』」
円 +d 0 円 円C ＝

1／2 ワークシート

年 月



1

3退職手当に係る税金の控除

際税退職所得金額(所得税･復興特別所得税画住民税共通）

｡｢司年"②-① （暦に篠って計鱒する｡'繩の職がある鶏舎"”勤続年数

退職手当額 退職所得控除額 退職所得控除後の退職手当額

fr－〒1円円 一 円 ＝＝

勤続年散が20年を超えるとき,800万円f"万円*(e-20年）

退職所得控除後の退職手当額 課税退職所得金額

f 1／2円 × 円9
一
一

(1m0円未満切捨て）

所得税及び復興特月桶得税
・課税退職所得金額

《gに 円
税率A 控除額B 復興特別所得税(2.1%）所得税･復興特別所得税

×口蝿一[二二コ円） ×1,021=E－－~1円
（1円未満切捨て）

住民税

課税退職所得金額 税率

g「－－司円 × 6兜＝
市町村民税

円

(100円未満切捨て）

都道府県率課税退職所得金額

g｢~~~~]円
税率

× 4％＝ 円

(100円未満切捨て）

所得税･復興特別… 市町村民税 都道府県民税 税金合計額

匡二コ円十[二二コ円＋ここ．円＝[－－－1円
1

一一一ーニゴ画一一一曲一一一－－ーマーーー一一一一－－十一一一一一一一ﾜｰ 一 + 一七■ " 一▲ 己
←◆÷缶÷＝～－－－－△ ■ 一一一一一一一一一一一一 ◇ ÷－－

属三飯爾司
退職手当額 税金合計額 退職手当手取額

円 一 円 円＝＝

※その他に給与所得にかかる住民税の一括徴収がある場合があります。

※共済借入金がある場合,退職手当額から控除されます。

2／2 ワークシート

、 , 負



退職手当額試算ワークシート

合目 ノステム

■■■■■■■
ib 人 ■■■■■■■

菓亨家 ■■■■■■■

1基本データ

｢~~－－－－~一一］

｢一~－－~一一]…①

｢~~~~一一一一]｡② ②一①＝

｢~~~1月(休職.育休簿の翻閥に対し,“閲の休臘等事陶に，’ 1月(休職･育休等の期間に対し,各期間の休職等事由に応

氏名

採用年月日

在職期間蝋¥淵“同
退職予定年月日

除算期間 じた一定劉合を乗じて算出した月数）

a『一一1年卿螺闘-"期"(,隼未滴の職"捨て）勤続期間

退職日の俸給の月額b 円

※現在の俸給の月額により試算

一一－一一一 G－一 一一 一マ チ一一一 L一一一■一一一一り七一守一
－－‐一一一 － －→－ －－－ 一－一一■ぃ→L一一▲ニ ーー

－ー 一 → ●－－

2退職手当額の計算

(1)基本額の計算

基本額 特定減額日前の俸給の月額 特定減額日前日支給率

。[二二二二二コ門 ＝ ［三二コ円 ×E一二－1
退職日の俸給の月額 勘続期間(a)に応じた支給率． 特定減額日前日支給率

+ b[二二二]円 × (r一一a- ）

(2)調整額の計算

鯛整額

。 円 ①（） 円×』 月） ②（！ 円×1 ‘ 月）

(3)退職手当額の計算

・ 基本額 調整額 退職手当額

円 +d 円 円C
一

争

一

※俸給の月額が減額されたことがある場合.減額に
係る特例により退職手当額の賦算額はこの金額・
になります｡．
（国家公着員“手当法第5粂の2．基本顕の特例）

一

1／2 特定減額用

‐、 』 』 " .~･'〆” 一元． T，一F ､ 勺 ・も b ､△

ヴ 、 』 倒



3退職手当に係る税金の控除

際種退職所得金顧(所得税頓興特別所得税･住民税共通）

勤続年数｡[~~~]年…②-①（暦恥てWI･算する｡1零未満の鰯螂場合"上駒

退職手当額 退職所得控除額 退職所得控除後の退職手当額

一｢－弓~一〒1円 = f『二一一可円
勤続年数が20年を超えるとき,8m万円+"万円*(e－釦年）

円

退職所得控除後の退職手当額 畷税退職所得金額

g『ー~－司円
（1000円未満切捨て）

1／2f 円 ×
一
一

所得税及び復興特別所得税

課税退職所得金額

(g｢~司円
税率A 控除額B 復興特別所得税(2.1%）所得税･復輿翻り癖

翼口蝿一[二二コ円） ×畑=[－=一一司円
（1円未満切捨て）

住民税

課税退職所得金額

g｢一－]円

課税退職所得金額

gE－．円

税率 市町村民税

円 × 6％＝[－－－．円
(100円未満切捨て）

税率 都遊府県率税率

× 4％＝ 円

(100円未満切捨て）

所得税も復興特別所得税 市町村民税 都道府県民我 税金合計額

[二二二コ円十[二二コ円十に二二コ円＝「~一~可円

I

一一一一一一－一一 司 一 一一一一一一 号一
－■七 手一一一一一÷ ●一一一一一二－一一

｢五-二燕司
退職手当額 税金合計額 退騒手当手取額

r一可円円 一 円
一

一

※その他に給与所得にかかる住民税の一括徴収がある場合があります。
G

※共済借入金がある場合,退職手当顕から控除されます。

2／2 特定漣額用

， ' d~？ ．~ ‐ ● ~･~ ~厚今.~ ‐易ID~
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令和元年10月30B

再任用伽（制度の概馨）殿び
再就職鏡制について

－

寮憲蔑等裁判所人糊任用第二蝉

画･… …催，…■………
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【:蹄人転恥鷹生■蛮静匡唾家公域員の再拝竃■医亜宜

対象者
’定年退職者
0-段唾定年遥■番”任用

ー一一 ■~込一■a＝

定年■ロ
－．－－ 口一一一

で kI｡ 呉信虹

2定年退職日以前に退職した者のうち，

25年以上勤続し,退職日の翌日から5年経過す
る日までの間の者
0-邑般切幹前逼鳳者の再任囲鱗

69色・

「煎茜罰畠‘鋤七” ‘1
・ 趣．

［一一薇扇一寵惑･戸葱6f
※いずれも再任用する官職の定年に達している者

一一■－■ ＝ロロ 画 一一

一

1

毛■ ﾜ麓興 肩函



任用｡任期

’任用の方法 従前の勤務実絞等に基づく選考採用凸

ｑ

■

■

■

Ｊ

９

■

■

ｉ

Ｉ

Ｌ

鹿＃~:任期.'、ざ
一

再任用可能期間

1年

65崖に運する日以後の簸初の3月81日
まで

早■●

更新直前の任期における勤務実績が良
好な場合に,本人の同意を得た土で,1年
以内で更新可能。
再任用可能期間内で再度の更新も可麓。

' も
：ブザー-

． 窓,･勢裁;､、

：任期の更新
f% . 軍二・河績 ,、

， 卸浄 ． 、 ‘

ｊ
巳

勤務時間｡休暇

■露測
フルタイム勤務(運38時間45分）

鯉時周勘務の場合は週15時国30分から31時問までの範■内

鰯I
定年前と同様

-【年次休胤.病気休職特別休畷及び介腰休暇】1

， ’

｜ 俸給
○俸給月額:職務の級ごとに設定した俸給月額

｜ ’ ■芭■ L一旬管姻哩■剛 l
白色*･錘か…悔官 4F野

掃舞垂(璽垂巳邑hm) . . 6里域下

行働碑甚具降｡ 3邑厘下

顕《庁穆貝》 率咋

醒… 急■

行政嘩俸紬衷←）

行敏■律閨凝(二） ■康■倖鮎箇(三） 、

I難厭印貰I '像 ｜ 鵡 ｜

｜幽nel23&'"RIRwA伽門’

○昇給制度:なし 6

2

哩萱の級

”月観

1煙

107,7“円

2叙.

……

靭敏 4鳳

976“0円

唾の威

俸給月麟

1■

1aﾕ諏円

2極

、4.…

3役

江3.2“肩



’ 諸手当 (H31.4現在）

【支給される手当の例】

●通勤手当

●地竣手潰

（臭動保障はない｡）

●超過勤務手当

●期末･勤勉手当

●広域臭動手当

●宿日直手当

●単身赴任手当

●体日給

●俸給の函整額

【支給されない手当の例】

●扶養手当

●住居手当

●寒冷地手当

一
和

７

その他の事項

１
１

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
己
’
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|フルタイム職員は加入

フルタイム職員は加入
’

け
り
口
ｈ
■
一
！
・
・
１
１
‐
１
１
１’ ’一

再任用までのスケジュ望ル

1再任用意向聴取
○
０
定年退職の3年誠の春に実施

再任用の希望の有無,任地,官嘘(職種),臓務内容，
勤務形態等の希望を瞳取

2再任用意向確潔
－

○定年退職の1年前の春に実施
O再任用癒向聴取の結果を踏まえた聴取(退職後の
住所予定地,健康状態,家族の状況等も含む）
O可能な範囲で受入可能庁や職務を提示

9 ．

一一

－

－

＝
3

共済組合

雇用保険’

Q q. ｡◆2
日

宿舎 ↑

服務･能率，分限・
公平･災害補償等
における取扱い

自己啓発休業“
配偶者同行休業

フルタイム職員は,定年前

と同様に貸与
r

定年前と同様 ’
過用鯨舛



卿

再任用の選考について

◎定年退職前の秋から冬にかけて実施

oそれまでの経歴,勤蕩成績,勤務状況,健康状
態癖を考慮し,書面審査や面接を行う。 一

O遅くとも1月中旬頃までには選考結果を通知
－

10

－

| 【参考】
' 。､鐡驚譲謝齪鰯繍繋驍囑鯛
O内閣官房内閣人事局｢再任用を輔蔑される皆橡へ』
htlp:Mvww.ca8.9ojMWiymIqimui姉坤kuhleS/h31
－万amitWnpdf

O人事院ﾎｰﾑぺｰジ｢国家公務員生涯醗計総合情報提
供ｼｽ示ﾑ』

hupWWWwj姉.酌jphhou"i-go･"jphOy

一一一

11

|再就職鏡制
○他の職員の再就礁依頼｡情報提供の規制

（あっせん）

o在職中の求職の規劉

－

◎再就職者による依頼等の規制(働きかけ）

◎再就職椿報の届出馨蕊

’ 1Z

■二

4



情報提供の規制《あっせん,｜
他の職員の再就職依頼。

■

他の職貝を再就轍さ －

－

現職の職員o他の職員の情報提供o再就職先の情報の提供を依頼営利企業等
o再就職の要求･依頼 ．※国や地方公共団体ば除く

・例:弁蔑士法人,弁蔑士会，
司法笛会‘法テラス,･大学等

－

】］

.一

|在職中の求職の規制 一

＆星 袈通
説瀞上鰯謹灘雛"利害風"蕊辱例:事件の当事者である宮

利企集等，

検察審査会へ審査の申立
てをしている営利企業霧，
栽判所との問の契約を締結
し宝いる営利企業鯨

14

’

’

再就職者による依頼等の規制(働きかけ） 一b 画 ■ .で■■■

l謎：
営利企集等に再
就轍した元灘貝

陵職後2年以内に

再一コ ■凸 P . －

一一一

－一. ■一

職貝

※働きかけを受けた職
員にも届出麓務あり ．

O契約鑑利にするよう要求
O公になっていない楕報の提
供を要求するなど －

一

〆

5



再就職の約束をした壌合の届出

匪譲在磯中の職員(喜任麗雛童壷）

鰯営利企業等に再戟雛する屋と鋤束

關速やかに任命権者に届出

一

16

|管理嘩職鮒再就職する場合の届出
一画 ■一一＝ー

－

管理職嘩貝(行H7級1･Ⅱ種,蒲(-I8級以上の威負）

確職後2年以内

公益法人等の法人の役員護利企業以外の事業団体
等 ，談議 （報酬を得る場合)及び営

べ瀞" 漁:利企業 ､･
再就職鰊． .． ． ”.‘ ． 再就職後、

ぐ も ●
い り

行政執行法人以外の滋立浦裁判事,執行官,騨俸
行政法人等に再就職 委興,臨時的任用職貝簿

になった場合

17

－．一一

ー＝

n1_:

－

■■■■■

一

l
I

ll

●1

【参考】 －■

O内閣府再就職等監視霊員金棒局r国憲公覇員の再就
，職鯵規制j， ． ・ ・ ．

h":"wwws.caogcjp"nshimd昨日mphle"amim'ieLpdf

O内観官房内閣人事局『国家公務員が知っておかなけれ：
ばならない再蹴蟻に閥する規側｣と｢再就職惰翰等の雇出
鰯度」

、航tp:腕藏W“S､gpjpip"mbwjimuliqjilwokuﾉ副""12907g
aiSimdl"updf

9 q ｡

o最高薮判所事務総闇人事局『再戯嘩に関する規制Q砥
A』．‘

18

－X■ F ▲- ■ 口弓一一

元1 ■ 画＝ 利一■一一

－
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平成21年3月

平成2ユ年12月一部改定
平成22年7月一部改定

平成23年3月一部改定
平成30年1月一部改定

鑑識

最高裁判所事務総局人事局



一目次一

【制麿全般】
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【制度全般】

1 再就職に関する規制とはヵどのような内容ですか。

①在職中の求職活動の規制

職員が在職中に自己の職務と利害関係を有する営利企業等に対して求職活

動を行うことが禁止されます（法第106条の3第1項) b

※詳細については,間3～問17を参照してください｡

②再就職の届出‘

職員が在職中に営利企業等への再就職を約束した場合には届出が必要とな

ります｡(法第106条の：23) ･ ：
． 了

また，管理職職員であった者が,離職後に再就職することになった場合も

届出が必要となることがあります（法第106条の24） 。

※詳細については,間18～問23を参照してください。

③再就職のあっせんの規制．

職員が営利企業等に対して他の職員（元職員を含む｡ ）の再就職のあっせ

んを行うことが禁止されます（法第106条の2第1項） 。

※詳細については，問24を参照してください． ． や

④再就職者からの働きかけの規制

営利企業等に再就職した元職員が職員に働きかけを行うことが禁止されま

す（法第106条の4第1項） 。

※詳細につ:いてはj R525,W26を参照してください6

2 r営利企業等」とは何ですか。

「営利企業等」 とはj営利企業（商業，工業又は金融業その他営利を目的と

する私企業）及び営利企業以外の法人(公益法人等を含む｡）をいいます。

なお,国，国際機関,地方公共団体，行政執行法人及び特定地方独立行政法

人は除かれます｡ 【法第106条の2第1項】
（例)

③営利企業等に該当するもの

： .弁護士法人,弁護士会司法協会，法テラス，大学など

0営利企業等に該当しないもの

個人の弁護士事務所,公証役場など
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【在職中の求職活動の規制】

在職中の求職活動の規制では，具体的にどのような行為が裁止されるのです
■ 凸

か。

3

職員（任期付採用職員,再任用職員を含み，非常勤職員臨時的任用職員，
： ． ，

条件付採用期間中の職員を除く。 ）が,;在職中に， 自己の職務と利害関係を有

する営利企業等(以下「利害関係企業等」 という。 )に対し；当該利害関係企

業等又はその子法人に再就職することを目的として次の行為を萩ることが原則

として禁止されます(別紙第'参照) (例外的に求職活動が認められる場合に
‘ ： ． ． ．

ついては,問14参照）。 ． 【法第1:06条の3第1項】
・ ・ ／ ・

①自己に関する情報を提供すること。

②再就職先の情報提供を依頼すること。

③再就職を要求又は約束すること6

（例）

③A株式会社が原告となっている民事訴訟事件を担当している書記官

が,A株式会社に対して,自分が退職後に再就職できるような職がない

か尋ねること。

③庁舎の改修工事の請負契約（2000万円以上のもの）を締結してい

るc株式会社に対して,その契約の締結又は履行に関する事務に携わっ

た職員が再就職をさせてもらうように要求すること。

4 『利害関係企業等｣とはどのようなものをいうのですかも

職員瀧職務として携わる次の事務に応じて,それぞれ次のような営利企業等

を｢利害関係企業等]:といいます｡ 【規則第4条】

「利害関係企業等」に該当するか疑義のある場合ば個人で判断することな

く，求職活動前に必ず人事担当者に確認してください。

①裁判所の事件に関する事務

事件の当事者（当該事件に利害関係を有する者であって，手続上の権利を

行使する者を含む｡ ）．である営利企業等，事件の当事者になろう‘としている

こと･が明らかな営利企業等，事件において法令の規定に基づき裁判所の監督
｜
「

I

-.2‐ 李〆
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を受ける営利企業等（問5～問9参照）

②検察審査会の審査事務

審査の申立人である営利企業掌審査の申立人になろうとしていることが

明らかである営利企業等，審査の対象となる事件の被疑者である営利企業等

（問10参照）

③不利益処分に関する事務

不利益処分をしようとする場合の不利益処分の名あて人となるべき営利企

業等

④国（裁判所）が締結する契約に関する事務

裁判所との間の契約を締結している営利企業等(電気,ガス,水道等の契
約及び契約の総額が2千万円未満の契約は除く。 ） ，契約の申込みを:してい

‐ ． ： 、

る営利企業等,契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企

業等(問11～問13参照).

5 『裁判所の事件に関する事務」に｢職務として携わるjとされるのはどのよ
うな職員ですか。

事件を担当する裁判所書記官, :裁判所事務官，裁判所速記官，家庭裁判所調

査官，裁判所調査官及び執行官が該当します。

：職員が事件の手続にどの程度関与していれば事件を担当していると判断され

るかは,当該職員の官職職務内容等に応じて個別に判断することとなります。

例えば，民事訴訟事件においては，立会部の書記官のほか;,当該事件の受付

を担当した訟廷の書記官等もこれに該当します6

6 「事件に利害関係を有する者であってj手続上の権利を行使する者』にはど

のような営利企業等が該当するのですか。

代表的な例は次のとおりです。

●・民事執行事件における担保権者,債権届出をした債権者，買受申出人及び

買受人 . ．

⑧破産事件における破産債権者及び財団債権者

⑲民事再生事件における再生債権者及び担保権者

壱3‐



7事件を担当していると判断されるのはいつまでですか。

立会部の書記官については，事件の確定又は上訴等による記録の他部署への

引継ぎにより，当該事件を担当する可能性がなくなるまでの間は，事件を担当

していると判断されることになります｡

また，事件の受付を担当した訟廷の書記官等については， 当該事件に関する

記録を他の部署に引き継ぐまでの間は,事件を担当していると判断されること

になります。

8 『当該事件において法令の規定に基づき義判所の監督を受ける営利企業等」

とは，どのようなものをいうのですか。

民事訴訟法，破産法，民事再生法，民法，家事審判法等の法令の規定上，裁

判所の監督に属するとされている者又は裁判所が職権で解任若しくは改任する

ことができるとされている者の地位に就いている営利企業等をいいます。

代表的な例は，破産管財人，後見人及び後見監督人です。

9 『事件の当事者になろうとしていることが明らかである営利企業等』とは，
・ ・亀

どのようなものをいうのですか｡

事件の当事者にはまだなっていないが,職員力堀常の注意力をもってすれば，

事件の当事者となろうとしているこどが明らかな営利企業等をいいます。

例えば,不動産執行事件に関し, .買受けの:申出をしようとして手続に関する

照会をしてきた営利企業等がこれに該当します。
･=.W

また,職員の所属部署等に係属している事件の当事者であるか，過去（目安

として過去1年以内）に係属していた事件の当事者であった営利企業等は，将

来的にも事件の当事者となる蓋然性が高いと言え, これに該当する場合があり

ます。

』

10 「審査の申立人になろうとしていることが明らかである営利企業等jとは，

どのようなものをいうのですか。
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検察審査会の審査の申立人にはまだなっていないが，職員が通常の注意力を

もってすれば審査の申立人となろうとしていることが明らかな営利企業等を

いいます｡ 、

例えば,検察審査会の審査の申立てをしようとして手続に関する照会をして
きた営利企業等がこれに該当します。

11 「契約に関する事務jに｢職務として携わる」とされるのはどのような職員

ですか。

「契約に関する事務｣ とは，契約の締結又は履行に関する事務をいい，工事

請負,国有財産売払い，物品納入等についての国(裁判所）と利害関係企業等

との間の契約に関し，当該利害関係企業等の推薦若しくは選考,工事等の予定

価格の積算若しくは入札執行又は当該契約の締結若しくは履行についての監督

若し<は検査等に従事している職員が該当します｡

具体的には；会計課等において契約の締結事務を担当している職員（事務局

長,事務局次長及び会計課長などの決裁権者も含まれます｡ ）のほか,所管ゐ
部署“いて当該契約の相手方と実質的な交渉をしている者や検査等を行って
いる者もこれに該当します（問12参照） 。

なお， 当該職員がその締結や履行に携わった契約の総額が2千万円未満であ

る場合はう除外されます。

12裁判部の職員で『契約に関する事務』に「職務として携わる』とされるのは，

どのような職員ですかも

例えば，録音反訳業務委託契約について，監督職員や検査職員となっている

職員が該当します｡‘,また，実際に録音反訳を利用する裁判部の書記官も成果物

（反訳書);の検査･校正を行し､,完成通知を出すことから録音反訳業務委託契

約の履行に携わっていると考えられます。

13 「契約の申込みをしようとしていることが明らかな営利企業等」とは， どの

ようなものをいうのですか。
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契約の締結や申込みはまだしていないが,職員が通常の注意力をもってすれ

ば，契約の申込みをしようとしていることが明らかな営利企業等をいいます。

例えば, :次年度以降も継続して行われる予定の業務委託契約などについて，

次年度の入札への参加や企画書の提出が見込まれる営利企業等がこれに該当し

ます。

14例外として在職中の求職活動減認められるのはどのような増合ですか。

次のような場合には例外として在職中に求職活動をすることができます。

①求職活動をしようとする職員が，行H4級以下の職員，行に)職員などであ

る場合【法第106条の3第2項第2号,規則第6条】

②欲のいずれかに該当し,かつ，公務の公正性を損ねるおそれがないとして

裁判所職員再就職等監視委員会又は再就職等監察官の承認を得た場合（承認

手続については，問15参照d) 【法第106条の3第2項第4号，規則第

7条第1項各号】

③関係法令の規定及びその運用状況に照らして裁量の余地が少ないと認

められる場合【規則第7条第1項第1号】

③高度の専門的知識・経験を必要とする場合（営利企業等が職員と特に密

接な利害関係にある場合を除く｡) 【規則第7条第1項第2号】
●家業を継ぐ場合(営利企業等が職員と特に密接な利害関係にある場合を

除く。 ） 【規則第7条第1項第3号】

③一般に募集され，かつ，公正かつ適正な手続で選考される公募に応募す
る場合【規則第7条第1項第4号】

15在職中の求聡活動の規制に関し，裁判所職員再就職等監視委員会又は再就聡

等監察官の承鯉を得るには， どのような手続をとればよいのですか。

承認申請書に必要書類を添付して所属庁(簡易裁判所又は検察審査会に勤務

する職員については所在地を管轄する地方裁判所)の人事担当部署に提出して
ください。 【規則第8条】

なお，承認申請書の様式及び添付すべき書類は,､通達（平成21年3月2日

付け最高裁人任二A第000231号事務総長依命通達｢裁判官及び裁判官の秘書官

0

守

り

凸

６

‐

Ｉ

８

Ｈ

甲-6－



以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の運用について」 ）で定められてい

ます｡

16録音反訳業務委詑契約を締結している業者に対して‘在職中に求職活動をす
$ ゥ

ることができますか。

録音反訳業務委託契約を締結している業者は,当該契約の締結に関する事務

を担当している職員（いわゆる決裁権者を含む。 ） ，当該契約について監督職

員及び検査職員となっている職員及び録音反訳を利用する書記官にとって利害

関係企業等に該当するため‘(契約の総額が2千万円未満である場合を除く｡間

12参照），それらの職員は,原則として在職中に求職活動をすることは禁止

されます。

な獄職員が行H4級以下の職員，行(二)職員などである場合や裁判所職員再
就職等監視委員会又は再就職等監察官の承認を得た場合など，例外的に求職活

動が認められる場合があります（問14参照） 。

17在職中の求職活動の規制に違反して求職活動を行った増合には罰則等はあ

るのですか。

規制に違反して求職活動を行った場合，懲戒処分の対象となります。

また,不正な行為をすること等の見返りとして求職活動を行った場合，
年以下の懲役に処せられます｡ 【法第112条第1号】

3

【再就職の届出】

1B どのような堰合にj届出が必要なのですか。

(1) 到付採用職員 判朋 ＝臨時： 日 ニー職員

は，在職中に営利企業等（問2参照) .に再. 、' 一ニ ヨ中の職員を陽■ 且

就職することを約束した場合には,速やかに（1週間以内を目安)任命権者に

対してその旨を届け出る必要があります（在職中の約束の届出） 。 【法第10

6条の23第1項，規則第23条】

－7‐



1

(2) 奇理職職員（行 7級で特別調整額の区分が一種又は二種である職員及び行
完

－8級以上の職員等）であった毛 は, ･離職後2年間,在職中に届出をしている

場合を除き，公益法人等の法人の役員等に再就職する場合にはｳ事前（再就職

予定日の前日まで）に最高裁判所に届け出る必要があり （離職後の事前届出)

(問20参照） ，また,営利企業以外の事業団体(報酬を得る場合のみ）又は

営利企業に再就職した場合等には，再就職後，速やかに（'か月以内を目安）

最高裁判所に届け出る必要があります（離職後の事後届出） （問21参照） 。

【法第106条の24，規則第25条～第29条】

(3) :なお，在職中の約束の届出，離職後の事前届出については，届出内容に変

更があった場合や，失効した場合にも届出が必要になりますので,速やかに

人事担当者にお問い合わせください。

18－2在職中の再就職の約束とはどのような状態を指すのですか。

一般的には,労働契約や委任契約のいわゆる「内定｣;の段階を想定してい

ます。一定の手続（株主総会，社員総会又は評議員会の決議など）を経る前

であっても，採用担当者と再就職予定者が合意に達し，高い確率で再就職す

る可能性が生じた場合は，再就職の約束をした状態と考えられますので，実

態に即して届出してください6

なお,届出事項のうち未定の事項がある場合（具体的なポストが決まって

いないなど)"は，該当欄に「 （未定）」と記載して届出を行い,決まった後，

遅滞なく(2週間以内を目安） ，変更の届出を行ってください｡

19 「求職開始日」について， くわしく教えてください。

再就職先に対して,再就職することを目的に,以下の①～③のいずれかの行

為をした一番早い日を指します。なお,再就職情報の届出に記載する必要があ

るのは,職員として在職している間の求職開始日のみです。

①自己に関する情報の提供

（例：自らの退職時期を連絡,履歴書を送付など）

②再就職先の地位に関する情報の提供の依頼

(例:求人ポストの有無について問合せ，労働条件について問合せなど）

③再就職先の地位に就くことの要求

I
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(例：人事担当者に就職希望を伝える．再就職先に勤めている人に自分を
◇ ■ b

後任とするよう依頼など）

､

19－2 『求職開始日以後の（求職開始日から雛職日までの間の）職員としての

在職状況及び職務内容」について， くわしく教えてください。

「求職開始日」から離職日までの間に就いていた官職(離職予定日までの間

に就いていることが見込まれる官職を含む。 ）ごとに，様式に従って， 「所属

・官職｣．, ｢在職期間ル｢職務内容」について記載してください。

「在職期間｣には,求職開始日より前の期間を記載する必要はありません(こ

の欄に記載する最初の官職の在職期間の始期は, 「求職開始日｣になります｡)。
「職務内容」には，当該官職の所掌事務を簡潔に記載してください。

なお, ｢在職中の約束の届出｣の場合には,~以下の2点についても留意して
ください。

①再就職の約束の日の前に求職開始日がない場合には，再就職の約束をし

た日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について記

載してくださし《･

②原則としてj現在の官職の｢在職期間」の最終日は「離職予定日」 とし

てください｡ただし,異動内示を受けている場合はその内容を反映させて

記載してください。

19－8再就職先の「連絡先」について，何を記載すればよいですか。

再就職先の採用担当部署に連絡をとれるよう，採用担当部署の所在地及び電

話番号を記載してください。

なお，採用担当部署が複数ある場合（例えば,本社の採用担当部署と所属す

る事業部門の採用担当部署とがある場合） ，再就職に当たり， より密接に連絡

をとった方を記載してください。

19－4法第106条の2第2項第3号に規定する組織以外の「離職後の就職の

援助」に該当するのはどのようなものですか。

－9‐



例えば,再就職先に関する情報の提供(求人ポスト,採用担当者の連絡先等)，

再就職先への推薦(推薦状の作成等）j再就職先採用担当者との面談の設定，

再就職先への提出書類の記載等におけるアドバイスなどが挙げられます6
再就職先の採用担当者が，採用業務そのものとして行った場合は該当しませ

んが,それ以外の場合は,就職の援助に該当します6

；

19－5離職後の就職の援助を行った者の「氏名又は名称』について，どのよう

な場合に氏名を記載しi どのような場合に名称を龍戴すればよいですか。

個人として援助を行った者については氏名を記載し，就職支援会社やハロー

ワーク等の団体に所属する者が業として援助を行った場合についてはその団体

の名称を記載してください‐ 0

20管理職職員であった者が離職後2年間に再就職する際,再就職前に事前の届

出をしなければならないのは,具体的にはどのような鵠合ですか。

行政執行法人以外の独立行政法人や国と特に密接な関係がある公益社団

法人または公益財団法人の役員等になる場合が該当します｡

なお，国と特に密接な関係があるか否か不明である場合は，再就職予定の

法人に直接お問い合わせく‘ださい。

21 管理職職員であった者が離職後2年間に再就職した際，事後の届出をしなけ

れぼならないのは，具体的にはどのような場合ですか。

管理職職員であった者が離職後2年の間に簡易裁判所判事,執行官，調停委

員，裁判所における臨時的任用職員及び任期付採用職員となった場合や個人の

弁護士事務所,公証役場に就職した場合,家業を継いだ場合，起業した場合な

どを含め，

任命権者に対する在職中の約束の届出をし，離職後の変更がない場ただし，任命権者に対する在職中の；

合や離職後の事前届出をしている場合， 歪退職後に職員

鐙金些_営利企業以外の事業団体に再就職する場合であって,1年間に103万

円を超える報酬を得る見込みがない場合などは 【法
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第106条の24第2項，規則第28条】

なお，別紙第2詮参照してください6

22再就職の届出は，どのようにして行えばよいのですか。

在職中の職員については，届出書を所属庁（簡易裁判所又は検察審査会に勤
務する職員についてはその所在地を管轄する地方裁判所。 ）に提出してくださ
いc

管理職職員であった者が離職後に行う場合は，離職時の所属丘に提出してく

ださい。ただし,再就職先が裁判所である場合の離職後の事後届出については，

再就職時の所属庁に提出してください(別紙第3参照） 。 ：

なお,届出書の様式は,通達(平成21年3月2日付け最高裁人任二A第
000231号事務総長依命通達｢裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退

職管理に関する規則の運用について｣員）で定められています。

23再歳職の届出を怠った堪合には,罰則等はあるのですか。

在職中の約束の届出を怠った場合には,懲戒処分の対象となります｡

．また,管理職職員であった者が，離職後の事前届出又は事後届出を怠った場

合や虚偽の届出をした場合には､過料の対象になります。 【法第,13条第2
号】

【再離職のあっせんの規制】

24再就職のあっせんの規制では，具体的にどのような行為が禁止されるのです
か。

営利企業等に対し,他の職員（元職員を含む｡）を営利企業等又はその子法

人に再就職させることを目的として次のような行為をすることが原則として禁

止されます。 【法第106条の2第1項】

①他の職員の情報を提供すること､

②再就職先の情報提供を依頼すること。

、11‐



③再就職を要求又は依頼すること。

（例)

@A株式会社から「定年退職する人で，うちの会社で働いてくれそうな人

はいませんか。 」‘ と依頼され，退職予定者の氏名を電話等で教えたり，退

職予定者のリストを渡したりすること｡．

C;定年退職予定の書記官から「退職後は録音反訳の仕事をしたいので，録

音反訳業者に自分を紹介してほしい｡ 」と依頼され，録音反訳業者に対し

て当該書記官の情報を提供すること。

【再就職者からの働きかけの規制】

25再就職者からの働きかけの規制では，具体的にどのような行為が禁止される

のですか。

営利企業等に再就職した元職員が，裁判所と再就職先の営利企業等又はその

子法人との間で締結される契約等の事務に関し，職員に対して職務上の行為を

要求又は依頼することが原則として禁止されます。 【法第106条の4第1項

～第4項】

ただし,次のような場合には例外として働きかけをすることができます｡ 【法

第106条の4第5項,規則第19条】

①契約に基づき，権利を行使:し,又は義務を履行する場合

②会計法に規定する競争の手続に従い，契約を締結するために必要な場合
③法令等で公にされ(ることが予定され)ている情報の提供を求める場合
④電気,ガス，水道等に関する契約等裁量の余地が少ない職務に関するもの

について,裁判所職員再就職等監視委員会又Iま再就職等監察官の承認を得た
場合（承認手続に関しては，問25－2参照）

25－2働きかけの規制に関し，裁判所職員再就職等監視委員会又は再就職等監
q ●

察官の承麗を得るには;どのような手続を取ればよいのですか。

承認申請書を最高裁判所（人事局総務課制度第三係)に提出してください。

【規則第20条】

なお,承認申請書の様式は，通達（平成21年3月2日付け最高裁人任二A

－12．



第000231号事務総長依命通達｢裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の

退職管理に関する規則の運用について］ ）で定められています。

25－3働きかけの規制に違反して働きかけを行った場合には罰則があるので
0 q

すか○

この規制に違反して働きかけを行った場合は，過料に処されます。 【法第1

13条第1号】

なお，行った働きかけが不正なものであった場合は，罰則が科せられます。

【法第109条第14号～第18号】

営利企業等に再就職した元職員から働きかけを受けた場合には，何か手続が
b

必要ですか。

26

再就職等監察昏、の届出が必要ですので，届出書を最高裁判所〈総務局第一

課企画調整係)に送付してください。 【法第106条の4第9童’巍則第22
条】

なお，届出書の様式は，通達（平成21年3月2日付け最高裁人任二A第

000231号事務総長依命通達｢裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退

職管理に関する規則の運用について」 ）で定められています｡
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(別紙第1）

在職中の求職活動から届出までの流れ

再就職したい営利企業等が利害関係企業等に該当するか
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(別紙第2）

管理職職員の再就職に関する届出について
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その他の場合蕊2

※2簡易裁判所料事‘執行官,調停

委員,裁判所における臨時的任用嘩日

及び任期付採用職員となった場合や個
人の弁膜士事務所､公証役場に就職I
た場合,家業を継いだ場合,起業した
場合など‘およそすべ工の再就職をし
た場合が骸当します.

ただし,再任用される場合など一部似
外があります(間21参照)。
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再就職した後の届出
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再就職先が『営利企業等』※1
である場合

再就職先が｢営利企業等｣※1以外
L ･である場合
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最高裁判所による公表
(毎年度裁判所ウェブサイトにて公表）

離職後に再就職しようとする場合の
最高戦に対する届出
（国公法蹄'06条の24第1頂）

〃

一一

届出
場合
を怠った墹合や虚
には過料に処せら

偽の届出をした
れる可能性が

あります(国公法第1.13条第2号)。
●ぜ

離聡後に再就職した場合の
最商裁に対する届出
(国公清第1,6条の24第2項）

写●~■も
灘ボ
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(別紙第3）

届出の様式,提出先等について

↓

●①

通達上

の様式
内容 提出時期 対象者

旬 6

法令上の
ｐ
■

提出･届出先

●

や

通達上の経由先
６
●

■

F

提出窓口

1

r q

o ､

6

q

利害関係企業等に対する
在職中の求職の承麗申
錆，． ， ， ．

在職中；

行(－)4級
以下,行
(二)等を

除く職員．

●

監視委員会
(監察官）

●
①

ザ

所属庁及び最高裁
■
■

所属庁
◆ 6

2

ゆ り

再就職者による依頼等の
承麗申蒲
● ●

._ 0 ロ ,

再就職後 再就職した
元聡員

■

監視委員会
(監察官） ．

●

最高裁 最墓裁人事局
制度第三係
Z

→ 3
● 0

4

ｒ

5 ‘

6 ．

● p

再就職者による依頼等を
受けた職員からの届出

a

c q

*

在職中に営利企業等に
再就唆の約束をした職風
からの届出(在職中の約
束の届出）
,

0．

『 4

4の届出の(在職中の)変
更届 ．

● q

4の届出の(在職中の)失
効届 ● ●

巳
巳

｡

■

■
●
●

●

在
職
中
．
．

■ ■

■

①
■
、

■
■
■

，
全
職
員
↑

ゆ６
r q

監察官
0

q ①

任命権者
(届出者が管理職
職員で
■ 9勺

最嵩誤識
P

なし

Q 、

９
■

(任命権者と所属庁

が異なる場合) 『
斯屡庁及び当醗 （

庁を管轄する高裁

● b

最高裁総務局
企画鯛整係

●

U

■

所属庁

■ ■

6

6

●
毎

7

8

巳

a

9

10

③

4の届出をした管理職職
員であった者からの(離
職後の)失効届
(離職後の変更は7又は
10) ■

q ●

●

礒職後2年以内の管理職
職員であった者が独立行
政法人や公益社団法人
等の役員その他の地位
に就こうとする場合の事
前の届出(離職後の事前
届出）

－ 0

■

●

7の届出の変更届

■
寺

7の届出の失効届
6 号 ｡

pg o

離職後2年以内の管理職
職員であった者が再就職
した場合の事後の届出
(離職後の事後届出）

b

離
職
後
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管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者■
ら●

ｇ
■

■

●

●

最高裁判所

(任命権者と蔚属庁
が異なる場合）

離職時の所属庁
及び当骸庁を管轄

する凄零
， ｡

●

離職時の所属庁

する高裁 ・

q ■

■ ● 昏

離職時の所属庁
■ 凸 ●

及び当該庁を管轄
する高裁 1

夕

離職時の所属庁

●

離職時の所属庁
(再就職先が裁判所
である場合は,再就
職時の所属庁）

６
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退職後の生活設計と資産運用
～主な金融商品の特徴｡選び方～
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日本証券業協会
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1．ライフプランの必要性人生100年時代
』

①主な年齢の平均余命（厚生労働省・平成29年簡易生命表より）
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男 ’ 女 ！｜ 年齢
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鉛
蹴 年生きる。

年生きる。

②将来の国の社会保障システムへの不安

引退した世州人あたりを支える－~~、

現役世代の人数
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〔一一瀞源一－7 20溺年
◆平均的な老後生活費※1 約26.4万円

◆夫婦2人分の公的年金受給額※2(生活費との差鋤

（会社員） 約22万円（約－4．4万円）
（自営業者） 約13万円〈約-13.4万円）

(畷世代）

鞠1.9人
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※ユ緯葛省『家叶蘭査報告(詞f収支組)ZO18¥¥｣ X2厚生労歯省｢2018年度の年金額」
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1．ライフプランの必要性老後の生活費はいくら必要？
一．守詑t＝

◆モデルクーース I

“哉算の前提津 、 ． 、 ‘、 ：……認， - “ .‘．:.:： :．≦ :､
世捲主"(夫) 65才／配侭者i(妻):60才典･- f ¥. ;． . ;:::;. ; .､:;･ ・ :､樹ｽ&. .f~."､報f･. ･ :f軽ゞ ･
平均余命: 男性20年女性29年(奏宇人の期画は9年)(厚生労働省『平成Zg年餌蝿生命康』による邸唾点以下切り上げ）

<支出＞生活費※1

夫蝿二人の期聞(20年間）

妻一人の期間(9年間）

車
一

・
一
一

昨
年
２
９
×
×
月
月
カ
カ
２
２
１
１
×
×

円
円
ア
５
０
９
ア
９
グ
２

４
１
６
６

２
１
．

円
円
ｏ
Ｏ
８
６
６
４
〃
〃

９
５
２
９
５
４
″
ｊ

３
７
６
１

I、支出合針 8ﾕ,O25"14･脇｜ｰ①

＜収入＞公的年金などの実収入※1

夫蝿二人の期間(20年間）
妻一人の期間(9年間）

円
円
認
率
８
３
〃
グ

２
３

２
Ⅲ
２

２
１

一
一峰
蛙
２
９
×
×
月
月
カ
カ
２
２
１
１
×
×

円
円
○
０
６
０
１
１
″
・
〃

０
９
８
１
４
３
″
〃

３
３
５
１

｜ 収入合針
｜

’66,799,ZeO円 －②

生垂笠竃輿の不屋■ 収入合計②－支出合計① ＝ 』 刃 ,f""

〈毎月の不定額20'年間=41,873門、9年間=38,670")

※1 （緯務省「叢叶飼査報告《家叶収支編）璽皿8年」■齢夫鍾”世帯の家叶収支（夫eS蟻以上，要⑥0歯以上の夫婦のみの塘金)、
高断単身無嵐世帯の家叶収支(60歳以上）

注:物衝の値上がり、住宅の修織貢及び入院･要介瞳状鰹に姪ること等は宥嵐していない
ﾞ〆 ‐ 『 ‐ 。 ． ． f･ｰ‐xを？． ” ．-； . ． ．･・ ・ ． ‐ ．．-°､､~.~･ ”…..･･･..､｡．‐‐一幸、 ． ､合・ ･･･.．．．.'｡.。.ー.・・・ ． ･･･． . ． ． ． 、 . . ...5
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1°ライフプランの必要性セカンドライフのﾏﾈｰプラン
’ 己’。 F・ 劇， L r

L－

|獺壽蕊高票蕊菫;驚姦驫諏I
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①プﾗﾝの前癌|匡今
由 ●
■ 申

｝

▽現在の生活責は?鍔(住宅ﾛ妾ﾝ返済分を除く)、
▽ﾘﾀｲｱ後の牛罐(""〆愛: : ;"t" , j
”鍬鵜薫壷認は職?ミハ蕊｡､息皿"外．
▽リタ部ア時点で件聿同室ンば完済？頭:､

②毎月の生活費，こ〉

▽子供を援助する計画は？結婚資金や住宅購入費

▽子供｡孫の入学金などの教育費支出はある？

▽住宅のリフォームの必要性は？
▽自家用車を買い替える予定は？

▽家族の病気。怪我、介護、災害などの場合は？
▽夫婦で海外旅行をする計画は？

③イベント、

リスクの費用 こ〉

醗潔職舞蕊識撚:』瀞｡｣･pdnSecuniiesDecleIFAssocIqhOn.AI1RighfsReseIved 3
･■e■■● ．､｡Lザ ＝ ●gG g b U 』 △ い ◆ ｡ p一口 ･記.､私 ｡
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1．ライフプランの必要性資産の運用と管理
｜

■■■・宇竺竜一‐

◎人生3ステージの個人資産管理の考え方

就職から60～70歳の時代（現役時期）
リタイア後の65～75歳頃の時代(リタイア時期）
75歳から終身までの高齢時代(高齢時期）

資産の運用と管理
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０
０
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９
９
６
０
０
０
６
９
０
Ｉ
６
１
ｌ
ｌ
ｌ
０
１

資
産
金
額Ｉ

使いながら運用する時代

引き出しと運用の
バランス長期投資。分散投資

積み立てながら
運用する時代
畏期投資。積極投資

使う時代
厳柊な
資産管理

高齢時期リタイア時期現役時期

・ や、一兜…二・・一，一・・名 ・ ・ ・ 亀F・・守壱・・一・・■・・ ・､・・ず､申・ ・・、・一・・・・・・ ・一 ．T告…〆岱・←

⑪JdpdnSecuT11旧sDed梅おASSOC絢fiOn・AI1RighfSReSeWed. 4

■
卿

2．資産運用の基礎知識 貯蓄と投資の違い

侭
■季

領金や貯金でお金を貯めること

●ふやすことより貯めることを重視

●安全性や流動性を重視
●運用成果（結果）は商品を選んだ時に
決まつ；ている

く主な金融商品＞

穣立
藩通顔金 定期預金 定期預金

b ℃鱈訓
株式や債券等でお金を運用すること

●貯めることよりふやすことを重視
●運用成果は期待できるが、予測できない

L

種

』
声

<主な金融商品＞

償券 投資信舵株式
（国債･地方債など〉

｡■■■"■■■■■p■●q■■●■B●■Q■■■■●

｡ 5

■■q■■。｡■■■企●●●■UpG･●●‐p■■■｡U

： ！お金をぷやすには。
｡｡･･･.…の･･鰯･名 ぎ

霊！ 「投資」は「ギャンブル」とは異なります

ギャンブル
とは収入を

ふやす！
支出を
減らす1

ノ

娯楽が目的j賭け金から主催者の運営料を
差し引いた金額を勝敗に応じて分け合う6

一

リブ

、
＝

扉
』
』
鐸

－ －~~毎

塔4 一時的に資産が増えることはあっても、
ライフプランに必要なお金を計画的に得る

お金にも
いてもらう！資産運用 I 働 手段としては適当ではない。
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2．資産運用の墓縫知識金融商品の3つの特徴
＝一軍領

‐

、
ミ
ー
Ｌ
“
・

一
宇
＋
由
宇

ｑ

Ｏ
Ｊ金融商品の特徴を

見分けるポイント 必要なときにすぐに

換金雷きるか。
｡ ・・＝

卿i

B､竜
一、 ，L，L ？

’ ●

凸

一

己

バ

ー
↑一

3つの観点から見た

金融商品の比較例 安全性 収益性 瀧動性
‘非識?皇 q_岬 ､

収益性は高くはないが『．、
安全性､､流動性は高いI ．：
粋毒』.&津#蕊.,浄#:職““急:‘'報；
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3，金融商品の基礎知識：株式投資のしくみと魅力
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値上がり益（キャピタル・ゲイン）
買ったときよりも高く売れると、譲
渡益力鳴られる。
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配当金（インカム・ゲイン） 株主優待

会社が得た利益を株主に還元す 会社の製品やサービスなど
る「配当金」が受け取れる｡ の優待を受けられる場合も。
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3．金融商品の基礎椥識 債券投資のしくみと魅力
ー函豆画

債券は､国､地方公共団体、会社等が｛お金を借りるときに、お金の返済日、
利息の条件を明記じた借用証書のようなものです。
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鎧誠

国

地方公共団体
会社芯ど･ ’

上 ､砥全く爽か

投資家
幻

4潤朗時には
額面金額が返ってくる

＜Z…〉誉債券投資

満期時に受け取れる額面金額
満期時に元本またはあらかじめ

約束した金額を受け取れる。満
期時に受け取れる

定期的に受け取れる利子 途中で売却可能

保有期間中、定期的に利子が 満期を迎えなくても、途中
受け取れる。 で売却することができます。

※一部異なる商品があります。
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金融商品の墓猿歓ﾛ識個人向け国債とは3。
解． 苫寸下ﾏ声
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’ 個人向け国債
国が発行し、個人のみ購入可能な債券です。

満期を待たずに換金する際には所定の金額が差し引かれるものの､元本割れすることはありません。
金融樋関に開設された国債の振替口座で管理され､金駐機関によっては口座の開設や口座の維持などに手数料が
必要な場合があるので､事前に確認が必要です｡
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。 ．.満期までの期間は3年。
適用利率は、 「3年固定利付国債」
の金利水準に応じて決まります。

満期までの期間は5年。
適用利率は、 「5年固定利付国債」
の金利水準に応じて決まります。

満期までの期間は10年。

霞i鰯擁餓鰯慧
に応じて決まります。

利子は半年ごとに
年2回支払われます。

適用利率は発行時から満期まで変わらず、 ・
利子は半年ごとに年2回支払われます。

適用利率が0.05％を下回ることはありません(最低金利保証） 。

申し込み 額面1万円から1万円単位 ﾘスク 信用リスク

発行後1年未満は原則として中途換金できません。その後は、一部または全部の中途換金が可能
です｡ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額xO;79685が差し引かれます

換金
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q いて_D｢利率jと『利回り Iにつ

利率(年利率)＝額面金額に対し毎年受け
取る利子:(利息）の割合のこと。 、"が篭

利回り(年利回り)→投資金額に対する利子
剛息)#も含めた年単位の収益の割合のご，も含めた年単位の収益の割合のこと。

〃

。 ｡ 99F
◆

1口 d ,凸 ・・■■ ■■ 古■
1. ｡●・ﾛ 、鑑Q" ◆ザ , ~q ■

一
色
■

Ｐ
ｂ
・
９
■
ｆ

ｂ

■

ｂ
・
執
■
ａ
８

Ｊ
鄙
・

“
■
■
●

■
●
ｂ

・
も
、
氾
蛙

七
■
ロ
守
■
■

Ｄ
も
■

鋸
Ｄ
》
少
Ｗ

鐸
。
●
叩

鯵
躍
・
叩
吻

可
●少
■
Ｕ

ザ
。
、
●
句

辮
》
爾
心

▲■の車 p■一■夕

生＝

@JopdnSecu耐鱈SDediersAssociqlion.AIIRIghfsRessived"!i9
伊

曽

口

口

■
Ｑ
凸

」

■

●

ず

。

“

』届



■
卿

3， ;金融商品の基礎知識投資信託のしくみと魅力
｜ r琿面 一百一三一－一 I
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ノアンドリ）

保営衝理

投資信託 信託銀蕎麦蕊者 （注1）
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力 ，鶴 'g.!購入

』ー

投資窓
受益者

販売会社
証券会謎,銀行などタ

4》分配金
償湾余

③分配金
憧還釜 礎）↑I

成架

独

(注1)信託銀行では､顧客から預かった財産を自社の財産
とは区別して､､保管。管理しています。 塲
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専門家が運用
投資の専門家が、投資家に
代わって運用します。

少額で投資可能 分散投資でリスクを軽減
投資のために多額の資金を 分散投資をする仕組みなので、
準備する必要がありません。 リスクの軽減につながります。
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金融商品の基磧測識金融商品のリスクとリターンの関係 ■■
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※上記の図は､イメージであり、全ての金融商品に当てはまるものではありません。
特に、投資信託は組み入れる商品の内容によって、債券や株式のリスク6リター質信託は組み入れる商品の内容によって、債券や株式のリスク6リターンと同水準であるものも存在します。
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『二3．金融商品の基礎知識金融商品のリスクとリターンの関係
JSDA
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株式､債瀕投資信託には主に次のようなﾘｽｸがあります。
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投資した会社が将来も存続しているか確実ではな
いこと。 ． ．

また､商品の元本や利息が将来にわたって支払わ
れるか曜実ではないこと。
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いる力植下がりしているかが確実ではないこと。
価洛変動リスク

準⑬ 11

|鰹鰯巽篁鑿蒙渥美
為替レートの変動
ではないこと。為替変動リスク

、

※外国の株式や債券に投資する投資信廃の場合、カントリーリスクもあります。
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金融商品の墓礎知識 自分のリスク許容妻を知る3。
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自己責任時代、自身の現状を踏まえ、リスクをどの程度受け入れながら
資産運用を実現するかを考えることが大切です。
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3,金融商品の墓礎知識ﾘｽｸを軽減するのに有効な分散投資 I■■
JSDA
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投資の世界の合言葉！

『ひとつのカゴに
卵を盛るな』
働 曾曾曾鐵
ひとつにまとめておくと、

ガゴを落としたときに全て
がダメに･･･

分けておくと、 1つを落
としてしまっても、残り
は大丈夫!‘

時間の分散地域の分散
複数の地域や逸興を
組み合わせる

投糞のタイミングを
何度かに分ける

4月

潮一
100万円のうちへ定期預金
に50万円、投資信託に30万
円、様式に20万円といった
配分で投資する。 ．

金融商品を購入する資金を
一度のタイミングで使い切
らず、時間をずらして、複
数回に分けて購入する。

日本企業の株式だけではな
く、アメリカや欧州企業の
株式を鯛入したり､､外貨建
ての金融商品を隅入する｡
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金融商品の基礎知識リスクを軽減する時間分散の例3 回

|， ．、 3 [息己

株式購入の例

;A株式会社の

_橡値の推移毎回、

決められた
の 寺

W,≦ ‐一 一一
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平均隣入個絡
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10,“0円砺入額 40､3CC=10,000円
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：(10株ずつ）
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馬,謹裁､3．'．. §：

購入する。 ｜鴫“'""㈲剛"円,"，震| ↑"｡｡" ‘""” ､"0園

▽定額購入法（ドル。コスト平均法)とは…"定期的"に"一定額"を投資すること
一掬面が安いときは多く、淵匝が高いときは少ない株数を購入することになり、
結果として1株当たりの購入価格は平均化される｡ ．. ”

：

… ＝〉､:購入価格は平均化されるが､叫ドル・コスト平均法"のほうが平均購入価格を
': ､．;蛍: : ：安くすることができる戯"､…….〆 ．， ､ ｡，: ；… 、 ’ ， ゞ ・ ゞ … ‘

※革だLA､定額購入法（ドル．･コスト平均法）によって投資収益が確実に雄るものではばく、場合によっては(例えば､鷹入する金融商品の債格が下落し続けるなど） 、損失を被る堰合があります･
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【参考】分散．積立投資の効果
■■■

’ 長期｡積立･分散投資の効果（実籟）

g2p7恥
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A:定期預金
1画24輪【年平均0.1軸］0％

-10船
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(注）各針数は､毎年同額を投資した場合の各年末時点での累積ﾘﾀｰﾝ｡株式は､各国の代表的な株価指数を基に、
‐市場規模等に応じ各国のｳｪｲﾄをかけたもの｡債券は､名国の国債を墓に､市場規模等に応じ各国のｳｪｲI､をかけたもの。
(資料)BIoombergより､金融庁作成

卜画は過去の実績であり、将来の投資成果を予測・保証するものではありません.
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個人の資産形成支援制度NISAと確定拠出年金の比較4。

■■■

|-瀧",｡．一般NISA

罐壼梛出年金
制度名

｜
リ

個人型

(会制一員）

つみたてNISA 個人型

(会*+員）
企鑿型項目

企業年金等来ﾕが

ある会社の従業員

企業年金等罵1が

ない会*tの従業員

導入企業の
●

従業員20歳以上の

日本居住者
利用できる人

60歳未満・

(企業型では、一定の要件のちと65歳到達まで加入可能）
早 ■

勤めている企業が提携

している金融機関
取扱金融機関 自由に選沢可能自由に選択可能
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※
円
円

万
Ｌ
万

０
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４

毎
日
■

４
４
２
１はた圭李

24,0万
円※z
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(参考1）一般NISAの投資イメージ ■■
JSDA
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・一般NISAでは、年間120万円までの上場株式や株式投資信託などを購入することができます
が、 120万円うち未使用分の翌年への繍越しはできません。
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、

第1 退職後の医療保険制度について

退職後の医療保険制度については，再就職先で健康保険に加入する場合を除き，①家

族の被扶養者になる,②国民健康保険に加入する;③裁判所共済組合の任意継続組合員
制度に加入する，のいずれかを選択することになります。

各制度の掛金額や手続等を比較検討し，ご自身で加入手続を行ってくださいb

①家族の被扶養者になる場合には，所得などについて制限がありますので，扶養者

が加入している医療保険の保険者に問い合わせてください。

②国民健康保険に加入する場合は,居住している自治体で加入手続をしてください。

③裁判所共済組合の任意継続組合員制度に加入する場合は，退職した裁判所の共済

組合支部で加入手続をしてください。なお，任意継続組合員になる場合には，退

職後も引き続き裁判所共済組合員となることから，職員時代と同様の手続に服す
ることになり，定期的に裁判所共済組合に書類の提出等をする必要があります。

1 任意継続組合員制度

退職の日まで引き続き1年と1日以上裁判所共済組合の組合員であった方は，希望

により，退職後2年間に限り，裁判所共済組合の短期給付を受け,福祉事業を利用す
ることができる任意継続組合員制度に加入することができます。
長期給付(年金）については，任意継続組合員制度にば含まれませんので,手続が必

要な場合には，年金事務所等で手続を行ってください6

2任意継続組合員資格の取得

任意継続組合員となることを希望する人は,退職の日から起算して20日以内（例え

ば， 3月31日付けで退職したときは， 4月19日まで）に，退職した裁判所の共済
組合支部に次の書類を提出してください。申出が認められたときはj退職の日の翌日

から任意継続組合員の資格を取得します。
なお,期日までに(1)の申出書を提出しない場合及び納付期限までに掛金を払い込まな

かった場合には，資格を取得できませんので,ご注意ください。

(,）任意継続組合員となるための申出書
任意継続組合員の資格を取得するために必要な書類です｡(2汲酬3)の書類が揃って

いなくても， この申出書を先に提出するようにしてください。

住所は,退職後の住所を記入じてください｡
（2）被扶養者申告害

退職すると，被扶養者の認定は同時に取り消されるため，新たに認定の手続をとる

必要があります6住所に変更がある場合はう変更後の住所を記入してください。
なお,被扶養者の認定要件は,職員であったときと異なりませんが,申告書の添付

書類として戸籍謄本等力泌要となるなどしますので，詳細については所属の共済組合
支部の担当者に問い合わせてください｡ ■
（3）高齢受給者届出書（骸当者のみ）

70歳以上の方又は70歳以上の被扶養者を有する方のみ提出してください。
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3任意継続掛金

任意継続組合員になったときは,掛金を払い込まなければなりません6
掛金には，短期掛金（福祉掛金を含む｡以下同じ｡'）のほか，介護保険の第2号被保
険者に該当する場合(40歳以上65歳未満）の介護掛金があります。
(1)掛金の払込期間

短期掛金については,任意継続組合員の資格取得の日の属する月から資格を喪失す
る日の属する月の前月までの間，払い込む必要があります｡,

介護掛金については,介護保険の第2号被保険者の資格を取得した日の属する月か
らその資格を喪失した日の属する月の前月までの間(任意継続組合員期間中に限る｡)，
払い込む必要があります6

なお,任意継続組合員の資格を取得した月に資格を喪失したときは,その月の掛金
を払い込まなければなりません。ただし，その月のうちに更に組合員の資格を取得し

たときは，任意継続組合員としての掛金を払い込む必要はありません。

（2）掛金の額の算定 ：

ア標準報酬月額及び掛金額

掛金の額は,標準報酬月額に裁判所共済組合定款第31条第1項で定める掛金率
を乗じて得た額です。

なお,任意継続組合員期間中に給与改定があったとき，平均標準報酬の月額の増
減があったとき及び前記の掛金率に変更があったときは，掛金の額も増減します。
イ標準報酬月額の算定方法

標準報酬月額は,次の方法で算定されますd
（ｱ)又は(ｲ)のうち，低い方の額が標準報酬月額になります。
例裁判所共済組合の平均標準報酬の月額（500， 000円（令和元年度)）
（ｲ)退職時の標準報酬の月額(直近の9月以降の改定時に交付された標準報
酬等級通知書に記載されている短期の額） ．

（3）掛金の納付期限等

掛金の納付期限及び期限内に払い込まなかったときの効果は,吹のとおりです。
ア最初に払い込むべき掛金

・退職の日から起算して20日以内に払い込まなければなりません｡この期間内に

払込みがないときは,最初から任意継続組合員の資格を取得しなかったものとみな

されます｡．

イア以外の掛金

前月の末日までに払い込まなければなりません｡この期限までに払込みがないと
きは, ,払込期限.(月末）の翌日から資格を喪失します。

(4)掛金の前納割引

ア前納割引制度の概要

掛金の納付については， 4月～9月分， 10月〒翌年3月分又は4月～翌年3月

分をまとめて納付することにより掛金の割引を受ける,前納割引制度があります。

なお，任意継続組合員期間の満了が明らかなときは，前納期間の終期について，

これと異なる取扱いが認められます。
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イ前納割引制度利用時の掛金額

前納は，任意継続組合員となるための申出をし， 囚した日の属する月‘

翌且里撞全な重割引を受けることができます｡例えば, 3月3’日に退職する場合，
①4月1日に申出を行い， 4月3日に掛金を前納した場合は5月分の掛金から，②

3月20日に申出を行い， 3月22日に掛金を前納した場合は4月分の掛金から割

引を受けることができます6

ウ前納割引制度利用時の掛金額の算定方法
‐U・ 卜汁 のの、

⑥

エ掛金を前納した者が前納期間の途中で資格を喪失したときは,過払いとなった掛
金は，還付されます。

(5)掛金の納付手鶴 ，

任意継続組合員の資格取得が認められると，任意継続掛金額決定通知書が送付され

ます。掛金は，任意継続掛金額決定通知書に記載された口座に振込みにより納付して
ください。

(6)掛金頓の具体例（令和元年度の場合）

標準報酬月額が500, 000円の任意継続組合員について

短期･福社掛金 月額 38， 560円

介護掛金 月額 6， 890円
例毎月納入する場合月額45, ･450円

． ・年額545， 400円

（ｲ>1年前納する場合年噸533， 96;9円

4任意継続組合員資格の喪失

任意継続組合員は,次に掲げる場合に該当するときは,資格を喪失します｡このうち，
(1)から(3)までの場合に該当するときはそれぞれに該当するに至った日の翌日に, (4汲び
(5)の場合に該当するときはその日に， (6)の場合は納入期限の翌日に資格を喪失します。
（1）任意継続組合員となった日から2年を経過したとき ‘

(2)死亡したとき

（3）任意継続組合員でなくなることを希望する申出が共済組合に受理された日の属す
、る月の末日が到来したとき

（4）他の共済組合の組合員,健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者になったとき
（5）後期高齢者医療の被保険者等になったとき

（6）納入期限までに掛金を払い込まなかった場合
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5利用できる制度と利用できない制度

任意継続組合員は,在職中の組合員と同様に共済組合法上の法定給付,附加給付を受
け,福祉事業を利用することができますが，一部受給又は利用が制限されているものが
あります｡利用できる制度とできない制度は,次の表に示したとおりとなります。

任意継続組合員と法定給付

※災害によって被害を受け, ･災害見舞金を受給した人に対しては，別途福祉事業の一環として災害対策費

から救援物資の支給があります口

任意継続組合員と附加給付

附加給付は，各共済組合ごとにその組合の定款で定められた内容の給付をいいます。
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任意継続組合員と福祉事業

ロ ■

※人間ドックj脳ドック及びPET検査に対する補助はシ年.1回に限られます。補助額は人間ドック等に

要した費用の額が30, .O.00円以上の場合は30, 000円とし, 30jOOO円未満の場合は実餐額

としますb

※災害対策費の支給は,法定給付である災書見舞金の支給を受けることを前提に, 3万円からio万円を

限度として救援物資を支給する制度です。

※特定健康診査･特定保健指導については， 4月1日から翌年3月31日まで引き続いて,任意継続組合

員であるこ・とが条件となります。

※法人鯛のﾙジｯﾄｶｰ (JCB,三井住友VISA)については,通達上,利用対象者から任意
継続組合員が除外されているため,利用できません6退職前にこの法人ｶｰドを取得していた人は,カー
ドをｶｰド会社に返還し,必要があれば新たiご個人ｶｰドを作成するﾐとになります｡なお,後記第3の
3 「法人カードを所持している方」の項を参照。

※KKRメンパーズカ〒ド（クレジットカード）につしもではb退職後も利用できます6
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第2退職（資格喪失）後の給付
共済組合の組合員は，任意継続組合員かフルタイムの再任用職員どなる場合を除き，
退職の日の翌日から組合員資格を喪失します｡資格喪失後は原則として共済組合からの
給付はなくなりますが,例外的に資格喪失後についてもなお共済組合から給付を受けら

・ れる場合があります。

1 傷病手当金

1年以上組合員であった者が退職（資格喪失）時に現に傷病手当金を受給しており，

退職(資格喪失)しなければ受給することができた残存期間がある場合には，その残存
期間中は,退職(資格喪失)後も引き続き傷病手当金を受給することができます｡また,
週熾した日において，既に勤務ができなくなった日以降3日を経過しているが，報酬が
支給されているため傷病手当金が支給されていない場合も, . .｢退職した際に傷病手当金
を受けている場合｣に該当するものとして,資格を喪失した日から1年6か月傷病手当
金を受給することができます。
ただし,受給期間中に他の組合の組合員,他の健康保険の被保険者や私学共済組合の
組合員となったときは支給されません。また，公的年金または障害一時金の支給を受け
ている場合は,在職中と同様に傷病手当金の額が調整されます(遡及して公的年金等の
支給を受けることになった場合は，傷病手当金の額の調整のため返納が必要となりま
す。 ） 。

なお，傷病手当金附加金は,資格喪失後は給付されません。

2出産費

1年以上組合員であった者が退職(資格喪失)･後6か月以内に出産した場合には,出

産費及び同附加金が支給されまず。
ただし;退職後,出産するまでの間に他の組合の組合員になったときは,裁判所共済
組合からは支給されず,当該他の組合から支給を受けることになります。
なお，家族出産費及び同附加金は，資格喪失後は給付されません。

3埋葬料

組合員であった者が退職後3か月以内に死亡した場合,埋葬料が支給されます(同附
加金は支給されません｡ :)。 、 ‘
ただし，死亡する前に他の組合の組合員,他の健康保険の被保険者や私学共済組合の

組合員となったときは支給されません。

なお，家族埋葬料及び同附加金は，資格喪失後は給付されません6
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第3退職時に必要な諸手続等について

1 貸付及び財形持家融資を受けている方

（1）貸付

退職時に貸付の未弁済金がある場合には,退職手当から貸付金残元金及び利息相当
額等が一括控除されます｡退職手当からの控除を望まない場合には,退職前に一括し
て弁済することもできますので,その際は共済組合第二係まで申し出てください。
退職後，フルタイムの再任用職員となる場合や任意継続組合員となる場合も，退職
時に一括弁済しなければなりません｡… ‘ 〆 ”
：※フルタイムの再任用職員は,再任用期間中は新たに貸付を受けることができますが,貸付可能額は再任
用期間を基礎にして算定されますので, ､現役の組合員に比べて格段に少なくなります。

(2)財形持家融資

退職時に融資残高が残っている場合には,退職手当から貸付金残元金及乙鯏息相当
額が一括控除されます。退職手当からの控除を望まない場合には，退職前に一括して

弁済することもできますので, :その際は共済組合第二係まで申し出てください｡
退職後,フルタイムの再任用職員となる場合や任意継続組合員となる場合も,退職
時に一括弁済しなければなりません。

2団体月払い保険及びグループ保険等に加入している方

ｦイムの再任崩暇員 の保険（団体傷害保隊

(なお， ライフプランについては，定年

は，共済組合第二係まで申し出

守に 一、

退職時に請求することもできますので，希望される場合は，共済組合第二係まで申し出
てください｡ ） ･ ，

フルタイムの再任用職員とならない場合は,共済組合第二係から別途関係書類を送付
しますので，必要事項を記載のうえ共済組合第二係へ提出してください｡
(1) 団体月払い保険

フルタイムの再任用職員とならない場合は,契約している生命保険･損害保険会社
の担当者に,退職後は団体月払いから個人払いに支払方法が変更になる旨を連絡して
ください｡

(2)新グループ保険・3大疾病保障保険・総合医療保険

退職時に継続を希望する場合は,退職直後の更新日前日（9月30日）まで継続加
入できます｡‐

さらに，退職時の本人の年齢が50歳以上で，更新日以降も継続を希望する場合は
最大で70歳6か月まで加入するこ:とができます。ただしう最高保障額は1, 000
万円（65歳6か月超えの方は500万円） となります。

保険料については，退職時に預金口座振替依頼書で払込口座を指定していただきま
す｡保険料の引き落としは,在職中と変わらず毎月”日（休日の場合は翌営業日）
です。

(3)団体傷害保険

継続を希望する場合は，退職直後の更新日前日(9月30日）まで継続ｶロ

－9‐
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入できますQ－
保険料の引き落としは,在職中と変わらず毎月27日 （休日の場合は翌営業日)で
す。更新日以降の継続加入の取扱いはありません。

(4)ライフプラン

毬続組芒

里圭昌iニニ
それまでに払い込んだ積立金の受け取り方法については,加入していたコース（個

人年金コース又は一般コース）に応じて，個人年金コースは年金，一般コースは年金
，又は終身保険，医療保険を選択することになります6各手続については，共済組合第
二係を通じて別途関係書類を送付しますので，必要事項を記載のうえ共済組合第二係
へ提出してください。

3法人カードを所持している方

裁判所共済組合と各カード会社との間の法人契約により発行されているJCBピジ
ネスカード及び三井住友V.ISA JRコーポレートカードは,フルタイムの再任用職

員になる場合以外は退職と同時に退会となります｡この場合,カード利用者は各カード
会社に連絡のうえ，カード会社の規定に従って退会手続をとることになります。

※ JCBピジネスカード

（連絡先) JCB法人デスク(9:OO～17:00 日，祝日，年末年始休）

0120－883－623

0570-OO一338．2 (スマートフオン，携帯電話からの受付（有料) )

※三井住友VISA JRコーボレートカード ．

（連絡先)三井住友ｶｰド法人デｽｸ(9:00～17:00土， 日，祝日，年末年始休）

0120-492-212

4財形貯蓄をしている方

フルタイムの再任用職員となる場合を除き，退職時に解約手続が必要となりますので，
事前に共済組合第二係に連絡し，手続を確認してください｡

･10。



6

第4年金制度の概要

1 公的年金制度の概要（ ｢知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣8ペｰジ参照）
('）裁判所職員と公的年金制度
公的年金制度は，昭和61年の改正によって，全国民に共通の基礎年金制度（国民

年金）と基礎年金制度の上乗せ部分としての被用者年金制度(厚生年金,共済年金）
に区分されることとなりました。その後平成27年10月から被用者年金制度(厚生

年金と共済年金）の一元化が図られました。したがって，裁判所職員は1階部分の国
民年金と2階部分の厚生年金の両方の制度に加入し,両方の年金の支給を受けること
になります．またj被用者年金制度には3階部分があり，平成27年9月までの職域

加算部分及び同年10月以降の退職等年金給付も合わせて支給を受けられます｡
S61.4. 1 . H27.10.1 ･

(3階部分職鋤ﾛ算部分）

2階部分・被用者年金制度

1階部分基礎年金制度

(2)国民年金及び厚生年金の種類

国民年金(基礎年金)も厚生年金も，その受給権の発生原因によって3種類に区分
されていますb.

(3)国民年金の被保険者

国民年金の被保険者は,国内在住の20歳以上60歳未満の者で,次の要件により
3種類の種別に区分されています。

ア第1号被保険者

自営業，農林漁業，学生， 自由業等の方で，第2号・第3号被保険者に該当しな
い方です。

保険料は個別に納付する必要があります。

イ第2号被保険者

民間企業のサラリーマン，公務員等，私立学校職員等で，厚生年金制度の適用を
受ける者が該当します。

・11

退職共済年金

､(職域加算額）
ローーーーーー‐q■幸一＝ーー■■ー‐一一一一－一一ー~口q■｡■■q■｡。■－－4＝＝＝

｡

退職共済年金

惇生年金相当額)
申

■

●

退職等年金給付

老齢厚生年金
c c ゆ

(報酬比例調

国民年金

(老齢基礎年金）
● ①

旬 争 ､ ●

■

け

e

受給権の発
β 0

国民年金
①

厚生年金
● ●

一定の年齢（老齢）に達すること 年金 老齢厚生年金

一定の障害の状態にあること
‐ ﾛ

『

●

障害厚生年金

死亡したこと （遺族に支給） 遺族基礎
① ｡

年金 生年金



保険料は,保険者である会社や共済組合等が徴収した保険料の中から一括して納
付していますので§個別に納付する必要は払りません｡

ウ第3号被保険者

第2号被保険者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が該当します｡
保険料は,配偶者が加入している共済組合等が一括して納付していますので,個
別に納付する必要はありません。

(4)国民年金の被保険者種別変更に伴う届出

例えぽ, 60歳未満の被扶養配偶者を持つ組合員が退職すると,それまで第3号被
保険者であった被扶養配偶者は第1号被保険者に種別が変わり,自ら保険料を納める
ことになります。この種別変更の届出は，被扶養配偶者本人が直接住所地の市区町村
の年金窓口に出向いて行うことになっています｡
この届出を怠ると，被扶養配偶者が将来受け取る年金の額が少なくなったりするこ

とがありますので，忘れずに届け出るようにしてください。

厚生年金の被保険者

一元化に伴って公務員も厚生年金の被保険者となりました。一元化前の加入制度
によって下表のように4種に区分されます｡

(5)

－12‐

厚生年金被保険者
③ ■ ■

● P

一元化前の加入制度

●

▲

年金事務の実施機関

第1号厚生年金被保険者
｡

厚生年金被保険者
■b e

C D ●

日本年金機構
● C P

第2号厚生年
0

金被保険者 国家公務員共済組合

｡ ｡ ■

国家公務員共済組合連合会
4 ■

第3号厚生年金被保険者

色

地方公務員共済組合 a

Q q

色 0

地方公務員共済組合連合会
P

。 &

｡ C ■

第4号厚生年金被保険者
p ●

句 旬 ■ ←

0 6

私学共済組合 日本私立学校振興共済事業団
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ウ

2老齢厚生年金（ 「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和元年版」 14ページ参照）

老齢厚生年金の本来の支給開始年齢は, 65歳からどなっています。これを本来支給
の年金といいます。

ただし，昭和28年4月2日～昭和36年4月､1日生まれの方については，特例によ

り支給開始年齢から65歳までの間に特別支給の老齢厚生年金が支給されます｡

※令和元年3月に60歳で定年退職する方は64歳から支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と本来支給の老齢厚生年金とは別の年金なので,それぞれ年
金の決定請求をずる必要があります。

(1)特別支給の老齢厚生年金

ア受給要件

昭和36年4月1日以前に生まれた65歳未満の者が,次の①から③までのすべ
ての要件を満たしていること。ただし，在職中は原則として支給停止となります。
①支給開始年齢に達していること（※1）

②保険料納付済期間等が通算して10年以上あること(X2)

③厚生年金被保険者期間が1年以上あること（※3）

※1生年月日による支給開始年齢は上の表のとおり。

※2 「保険料納付済期間等｣には,国民年金法による保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期

間を含みます。したがって,、年金額の計算の基礎となる「厚生年金被保険者期間の月数」とは必ずしも

一致しません。 ‘

※3共済組合員期間は厚生年金被保険者期間とみなされるため，通算した期間となります。

イ年金額

年金額は,報酬比例額,経過的職域加算額に区分されており，それぞれ次のよう
に計算されます。 （ ｢知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元輔｣36ぺｰジ参照）

①報酬比例額 （給付乗率)． （被保険者期間月数）

“
×
×
：唖

×
×

平均標準報酬月額 H15.3以前の月数 ＋

平均標準報酬額 H15.4以後の月数

②経過的職域加算額（平成27年9月までの分）

・13．

■

生年月 日
4 ●

支給開始年齢
0 $

昭和28年4月2日～昭和30年4月1日 61歳

昭和30年4月2日～昭和32年4月1日 62歳

昭和32年4月2日～昭和34年4月1日 63歳

昭和34年4月2日～昭和36年4月1日
●

64歳



F57呵×× H15.3以前の月数 ＋平均標準報酬月額

E ”
× H15.4以後H27.9までの

月数 “

H27.9までの:

平均標準報酬額

※1平均標準報酬月額

平成15年3月までの期間の標準報酬月額の総額÷被保険者期間等の月数

2平均標準報酬額 ： ‘

平成15年4月以後の期間の（標準報酬月額の総額十標準賞与額等の総額)÷被保険者期間等の月数

ウ長期加入者特例（44年特例)

（ 「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和元年版」 17ページ参照）

在職中に特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者が，退職した時に厚生
年金被保険者期間が44年以上あるときは，退職の翌月から65歳までの間，年
金額に定額部分が加算された額に改定されます。
特別支給の老齢厚生年金＝報酬比例額十経過的職域加算額
長期加入者特例による年金＝・報酬比例額十経過的職域加算額十定額（＋加

給年金御： ､

定額＝1，625円×2号厚生年金被保険者期間の月数（480月を限度）

(2)本来支給の老齢厚生年金

ア受給要件

次の条件を満たしていること。

例65歳に達していること。

（ｲ）保険料納付済期間等が10年以上あること。

イ年金額

年金額は，報酬比例額，経過的加算額経過的職域加算額，退職等年金給付額及

び加給年金額に区分されていますが，これらとは別に老齢基礎年金が日本年金機構
から支給されます｡

①報酬比例額 ： 特別支給の老齢厚生年金と同じ

②経過的加算額 ： 定額から基礎年金相当額を控除した額

③経過的職域加算額 ： 特別支給の老齢厚生年金と同じ
④退職等年金給付額 : H27.10.1以降に積み立てた額に応じて給付される

※平成27年lO月1日から新設された年金制度（ 「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和元年版」

58ページ参照）

受給要件は， 1年以上の組合員期間を有する者が65歳に達し退職していること

年金はその半分が終身退職年金として給付され,残りの半分が有期退職年金として支給される｡

有期退職年金の受給期間は20年｡ただし,10年に短縮すること及び一時金として全額を一時に受

給することが可能。

‐14．



⑤加給年金額 ： 配偶者及び子の数による定額

（ ｢知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和元年版」20ページ参照）

※加給年金額は,厚生年金被保険者期間20年以上の年金受給者によって生計を維持されている配偶者

や子がいる場合に加算されるもので,対象となる配偶者及狩の要件は概ね次のとおりとなっています。

a配偶者については,65歳未満で受給権者と生計を共にしており，恒常的な収入が年間850万円

未満であること｡1加給年金額は390,100円（令和元年度）

b子については， 18歳の誕生日以後最初の年度末までの間にある子又は20歳未満で1級又は2級

の障害等級に該当する子であること。 年金額は2人目まで1人につき224,500円（令和元年度） ， 3人

・ 目から1人につき74,8“円（令和元年度）

⑥老齢基礎年金（国民年金）の額

※老齢基礎年金の額は定額となっており，平成27年4月以降は保険料納付済とされる期間が40年の

場合年額780,100円（令和元年度）となっています。

(40年に満たないときは, 780,1脚円×保険料納付期間の月数/480月） 。

国家公務員共済組合以外の年金劇度に加入したことがない場合はj国家公務員共済組合連合会を通じ

て請求します。その他の場合は年金事務所で請求します。

ウ本来支給の老齢厚生年金の繰下げ支給制度

（ 「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和元年版」27ページ参照）

本来支給の老齢厚生年金は65歳に達した月の翌月から受給できますが,受給者
側の申出により，その支給開始年齢を繰下げて受給できる制度です。

繰下げの申出は,老齢厚生年金と老齢基礎年金でそれぞれ別の時期に行うことが
できます。

※66歳以降1月単位で繰下げることが可能で，最大5年間（60月）繰下げることができ，

繰下げている期間に対応して1月あたり0．7％の繰下げ加算額が支給されます。

ただし,老齢厚生年金は， 65歳で請求を行ったと仮定して実際に支給される額に加算率を

乗じて計算するので,在職中で全額支給停止の場合には,停止後の支給額(0円)に加算率を乗

じて計算するため,繰下鋤ﾛ算額は0円どなります。

また,繰下げ期間中は加給年金の決定も行われないため,配偶者が65歳に到達したときに

配偶者の老齢基礎年金に振替加算がされないというデメリットがあります。

(3)繰上げ支給の老齢厚生年金

〈｢知っておきたい厚生年金‘退職等年金給付令和元年版」25ページ参照）

昭和28年4月2日以降に生まれた方が欲の①から④までのすべての条件を満た
しているときは,支給開始年齢前に年金を請求することができます。

ただし,老齢基礎年金と同時に請求しなければならず,年金額は生涯減額されます。
減額されるのは,繰上げ期間の1月あたり0.5％ですbまた，老齢厚生年金と老齢
基礎年金では繰上げ月数が異なります。
①60歳に達していること。

②保険料納付済期間等が10年以上あること。

③厚生年金被保険者期間が1年以上あること。

･15．



④現に国民年金に任意加入していないこと。

※繰上げ, ‘繰下げの場合の総受給額の比較は別表参照

注意事項については（ 「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和元年版」26ページ参照）

(4)退職される方の今後の手続について
" ア再任用される場合及び引き続いて国家公務員として就職する場合
鋤に伴って年金関係で行う手続はありません。

イア以外の場合

鋤時に鋤届を提出していただきます。
退職後支給開始年齢到達日の･3か月前頃に国家公務員共済組合連合会から登録

事項が印字された年金請求に必要な請求書(ターンアラウンド請求書)等が送付さ
れますので,作成の上必要書類を添付して請求してください(別添のサンプル参照)。

』=なお,退職届提出後に氏名又は住所Iこ異動があった場合廷,国家公務員共済組合
連合会に届出が必要です｡届け出なかった場合,必要な書類等が届かないことがあ

りますので,注意してください｡届出の書式は国家公務員共済組合連合会のホーム
ページにありますので,ダウンロードするか電話で依頼してください。
※HPアドレス:ht":"wwkkrkorjp/

電話番号 ： 「､【R年金相談ダイヤル」0570-080-556(ナピダイヤル) , 03-3265~8155(一般電話）

ウ 65歳に到達した時の手続

65歳の誕生日の2か月前頃に国家公務員共済組合連合会から封書でﾊガｷ形
式の年金請求書が届きますので,必要事項を記入の上,国家公務員共済組合連合

当支部では受付できません。会に返送してください。

なお，繰下げ支給を希望する場合は, この時は年金請求書を返送せずに， 66

歳の誕生日以降の繰下げ請求を希望する時期に国家公務員共済組合連合会に連絡
を取って，必要な請求書の用紙を取得してください。

エ6.5歳以後の手続

退職者の場合, 65歳到達後に国家公務員共済組合連合会から退職等年金給付

の請求書が送付されますので必要事項を記入の上，国家公務員共済組合連合会に
提出してください。 ：

65歳到達後に退職される場合は'退職後に請求書が送付されます｡％

・16‐



3障害厚生年金（ ｢知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣38ぺｰジ参照）
（1）受給要件

障害厚生年金は，次のいずれかに該当したときに支給されます。

ア 2号厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病によって，障害認定日（初診

から1年6月を経過した日又はそれ以前に症状が固定した日)に3級以上の障害に
認定された場合(障害蕊定日による請求）

イ障害認定日に3級以上の障害に認定されなかった者が,同一傷病により，その後
｡

65歳になるまでの間に3級以上に該当し，請求したとき（事後重症による鯖求）

(2)年金額

障害等級が1級の場合は,報酬比例額×125/100(+加給年金額）
2級の場合は,報酬比例額（＋加給年金額）

3級の場合は，報酬比例額（最低保障額（585,100円（令和元年度）の
適用あり）

ア報酬比例額｝

老齢厚生年金と同じ計算式ですが,厚生年金被保険者期間の月数が300月に満
たない時は300月として計算しますb

イ加給年金額

障害等級が1級又は2級の障害厚生年金受給権者に，65歳未満の被扶養配偶者
がいるときに支給されます｡金額は定額で224, 500円（令和元年度）です。

(3)在職中の支給

傷病手当金を受給している場合は，年金額と調整されることになりますので,必ず
共済組合に申し出てください． 。

(4)障害基礎年金との関係

障害の程度が1級又は2級に該当したときは,国民年金法による障害基礎年金が支
給されます。 、

障害基礎年金と障害共済年金は併給されます｡
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4通族厚生年金（ 「知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣48ページ参照）

（1）受給要件

遺族厚生年金は，組合員や老齢厚生年金の受給者が死亡した場合に，受給者によっ

て生計を維持されていた遺族に対して支給されます。

遺族の受給権の順位は,①配偶者,②子,③父母，④孫，⑤祖父母となっています

が, このうち,夫,父母,祖父母は55歳以上の者,子及び孫については18歳の年度
末（3月31日）までの間にある者若しくは1級又は2級の障害認定を受けている2

0歳未満の者に限られます。

(2)年金額

年金額は，報酬比例額になりますが，妻が受給する場合には「中高齢寡婦加算額｣

が加算されます。

※ 「中高齢寡婦加算額」は,妻が受給する遺族厚生年金(長期要件の場合は,被保険者であった者の加入

期間が20年以上あるときに限る。 ）については，妻が次のいずれかの要件に該当する時は,65歳に達

するまでの間,加算されることになっています｡金額は定額で, 585, . 100円(令和元年度)です。

ア受給権発生日において40歳以上65歳未満である者

/f 40歳に達した当時i遺族に該当する子と生計を同じくしていて,その状態が継続している65歳末
，満の春‘ ．

ただし，国民年金の遺族基礎年金を受給できる時は，その間，どの加算額は支給が停止されます。

(3)受給権の消滅

遺族厚生年金を受給している者が；次のいずれかに該当した場合にはj受給する権

利はなくなります。 ！

ア死亡したとき､

イ婚姻したとき

ウ直系の血族又は姻族以外の者の養子になったとき

エ子又は孫である受給者が18歳の年度末を経過したとき

(4)遺族基礎年金との関係

遺族厚生年金を受給することができる者が次の条件に該当するときは,国民年金法
による遺族基礎年金が併せて支給されます。

遺族基礎年金は定額で,､ 780， 100円（令和元年度）となっています｡ オ
ア遺族厚生年金を受給できる配偶者で,遺族に該当する子(※）がいるとき

イ遺族厚生年金を受給できる子がいるとき・

※この場合， 「子」は, ’18歳の年度末までの間にある者，又は1級又は2級の障害罷定を受けた20

・歳末満の者に限ります。 ・

妻が遺族基礎年金を受けている間は，子の遺族基礎年金はi支給停止となりますb 》

子の遺族基礎年金は，生計を同じくする父又は母があるときば,;支給停止となります。
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5退職等年金給付（ ｢知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣58ペｰジ参照）

平成27年10月に被用者年金の一元化が行われましたが，これに伴って従前週織共

済年金にあった3階部分の職域加算額が廃止され,これに代わって倉I設された制度です。
給付の種類は,退職年金,公務障害年金,公務遺族年金の3種類が設けられています。

制度設計としては従前の賦課方式から積立方式に変更され,皆様が掛けた保険料を積

立てて運用した資金を原資として年金を支払うもので,現在の保険料率は1000分の
15 （国7．5，組合員7．5）の割合となっています。

（1）退職年金

退職年金は終身退職年金と有期退職年金(原則20年)により構成され,有期退職
年金部分は選択により一時金として受給したり受給期間を’0年に短縮することが
できます。

ア受給要件

①65歳に達していること

②退職していること

③1年以上引続く組合員期間を有していること

イ給付算定基礎額

積み立てられた保険料と運用益の総額のことです。

ウ年金額

年金額の計算式は，

終身退職年金=終身退職年金算定基礎額÷受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率

有期退職年金＝有期退職年金算定基礎額÷受給残月数の区分に応じた有期年金現価率

ですが,現価率は毎年改定され,国家公務員共済組合連合会の定款で定められます。
エ請求手続

退職し65歳に到達した時に,国家公務員共済組合連合会から請求書等が各個人
あてに送付されますので,必要事項を記入した上で直接国家公務員共済組合連合会

に提出してください｡ ．

(2)公務障害年金

受織件丘,次の①から③までのすべての条件を満たしている時に支給されます。
①公務により病気にかかり，または負傷した方であること

②その病気又は負傷に係る傷病についての初診日において組合員であること

③障害認定日においてその公務傷害により,障害等級1級から3級までに該当す
る障害状態であること

(3)公務遺族年金

受給要件は,次の①から③のいずれかに該当するときに,その遺族に支給されます。
①組合員が公務による病気又な負傷に係る傷病により死亡したとき
②組合員が退職後組合員期間中に初診日がある公務傷病により初診日から5年以
内に死亡したとき ‘

③’級又ぱ2級の公務障害年金の受給権者が,公務障害年金の受給権発生の原因と
なった公務傷病により死亡したとき

なお,公務障害年金及び公務雄年金で,通勤災害は対象となりません｡
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6年金額の賦算

退職を間近に控えてﾙ､る人の退職後の年金額の試算は§連合会年金部の年金相談室で

受け付けていますざ（ ｢知っておきたい厚生年金･剛薄年金給付令和元年版｣ '45ベ三ジ参照）

また,国家公務員共済組合連合会から毎年誕生月にこれまでの年金加入記録等や年金
見込額が表示された『ねんきん定期便｣が送付されますので,参考にしてください。
平成27年10月から始まった退職等年金給付の掛金の払込実績については,毎年

年金の支給時期 、
年金は，受給権発生日の翌月から支給されます。

定期支給日は各偶数月の15日(休日の場合はその前日)です。

支給は,前2か月分が支給されます(10月の支給は,8月分及び9月分)。

7

年金額の改定（ ｢知っておきだい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣68ペｰジ参照）

年金の額は,毎年4月，その年の賃金や物価の変動に応じて自動的に改定されます。
改定された額ほ4月分の支給の際（6月）に通知されます。

8

g年金の併結鯛整（ ｢知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣70ペ己一ジ参照）

現在の年金制度の下では, 'M年金が原則とされています｡したがって,2つ以上
の支給事由の異なる年金の受給権が発生した場合には,いずれか1つの年金を選択して
受給することとなり；選択しなかった年金は支給停止となります。これを「併給調整」

と呼んでいますb ･

併給調整の内容は次の3点です。

(1）同一の支給事由による年金はj併せて受給することができます｡

※例えば,老齢という支給事由により受給権が発生する老齢厚生年金と老齢基礎年金は併せて受給すること

： ．ができます。 1 ，

…(2)支給事由の異なる年金は併せて受給することができませんので’いずれか一方を選

択して受給することになります。

※例えば,老齢という支給事由の老齢厚生年金と障害という支給事由の障害厚生年金の2つの受給横が競合

する場合には,老齢厚生年金か障害厚生年金恥いずれかの年金を選択して受給することになります.

(3) 65歳以降は,支給事由の異なる年金も併せて受給できる場合があります。
※例えばd障害厚生年金と老齢基礎年金は併せて受給することができます。
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10在職中の支給停止（ 「知っておきたい厚生年金･i職等年金給付令和元年版｣30ぺｰジ参照）
2号厚生年金被保険者が在職中の場合,所得金額に応じて老齢厚生年金額の一部又は

全部が支給停止となります。 ･

支給が停止される額(月額)は以下のとおりです。
(11 65歳以上の場合

N◎

一全額支給

Y=U■
一部又は全部支給停止
支給停止額＝（年金月額十賃金の月額－47万円)×1／2

(2) 65歳未満の場合

－
．Ｎ

全額支給

且YES , NO

★1 ★2 ★3 ★4

☆1 （47万円十年金月額－28万円）÷2＋償金月額－47万円）

★2 46万円÷2＋(賃金月額－47万円）

★3 （賃金月額十年金月額－28万円）÷2

★4 賃金月額÷2

年金月額＝年金額÷12

賃金月額＝(標準報酬月額×12＋直近2回分の標準期末手当額）÷12
このほか,雇用保険法によ:る失業給付や高年齢雇用継続給付を受ける場合にはこのほか，雇用保険法による失業給付や高年齢雇用継続給付を受ける場合には，一定

の要件のもとに年金の一部又は全部の支給が停止されまず．( ｢知っておきたい厚生年金，
退職等年金給付令和元年版」78ページ参照）
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11 年金にかかる税金（ 「知っておきたい厚生年金･退職等年金給付令和元年版｣74ペｰジ参照）

年金は所得税法上の「雑所得」に該当します｡ただし，源泉徴収の対象となるのは,
その年に受ける年金の支給額が， 65歳未満の人については108万円以上, 65歳以

上の人についてはi58'万円(老齢基礎年金を受けているときは80万円)以上の場合
に限られます。

なお,年金に対する所得税の源泉徴収には,給与所得のような年末調整による税額の
精算を行いません｡老齢厚生年金のほかに給与所得等がある場合，医療費控除，生命保

険料控除,住宅取得等特別控除などを受けるときには確定申告が必要となります。

1265歳時の購求手続等

特別支給の老齢厚生年金の受給権は,65歳になると消滅しますが,65歳からはこ

れにかわって本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されることになります。

老齢厚生年金は，国家公務員共済組合連合会が決定及び支給を行いますが，老齢基礎

年金は日本年金機構が裁定及び支給を行います｡これにより支給機関が二つになります。
手続としては，本来支給の老齢厚生年金請求書（はがき形式）などが, 65歳の誕
生月の2か月前頃に国家公務員共済組合連合会から各個人あてに送付されますので，

必要事項を記入した上で直接国家公務員共済組合連合会に提出してください。

国家公務員以外の年金加入期間がない方の場合は， このとき老齢基礎年金の請求書（
黄色い用紙)も一緒に送付されますのでj国家公務員共済組合連合会を通じて老齢基礎

年金の請求を行ってください｡他の年金制度に加入したことのある方はご自身で年金事
務所に請求することになります｡

退職等年金給付については， 65歳到達前に退職している方の場合は65歳到達後に，
65歳到達後に退職する方は退職後に;請求書が国家公務員共済組合連合会から送付さ

れますので,有期退職年金の受給方法を選択し,必要事項を記入した上で国家公務員共
済組合連合会に提出してください｡

決定支給機関支給開始 （特別支給）65歳 （本来支給）退職

連合会１
１

●●●Q◆6009●●も●●◆ロ●go●●◆●QoeQD●●●e●●Qp●●●中●●、O●●◆ゅcc●●
●合■■Do6●●●DC●●●●●●①｡｡･の●●●●◆●･･

日本年金機構I
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裁判所共済組合東京支部

(所在）〒100－8933

東京都千代田区霞が関1－1－4
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資料2

職員としての退職と共済組合員としての退職の違い

◇職員期間が引き錠<埋合

(60")退職
I

{‐

妾燕吾頁－－舟｜資格喪失
0

退職
0

０
■
申
０
０
《
８
０
８

0

現職 再任用
4 . ◆ ● ● ■ ③

Lゞ----.--.-.－－－－－－－－－ ､－－､..－. ’’一-一ｴｰﾕｰｰ--.-.--.---斗-一瞬--. _－昌一"-,.､一一一 一 ' . ． ニニー-.----- -鼻._ ‐. 灯

1 ‘ B

共済組合員 ｜資格喪失
0

0

0

‘ 退蹴
U

I :， 0

|資格喪失共済組合員
■
０

◆職員期間が引き鶴かない増合

（60銭)退職
:

噺たな採用
：
0

退職
I

D p
０
０
０
０
０

■
０
８
■
０

０
０
０
■
０

資格喪失
８
０
８ 資格喪失

※1日でも職員ではない日が生じる場合には,一旦,共済組合員ではなくなります。
職員ではない期間は, 『任意継統組合員になる｣,『国民健康保険に加入する｣等が必要です。

■
０
０
０
日
０

瀞剛

居 ■

０
０
８
８
６

０
■
０
９
０

弼囲

資格喪失
＝共済組合員ではない

1

~↑

任期付き採用職員

●

職員(簡裁判事）

臨時的任用･業務代替職員



I

任意継続組合員制度の御案内
、 。

裁判所職員又は裁判所共済組合職員として退騒の日の前日まで引き続き1年以上裁

判所共済組合の組合員であった方(後期高齢者医療の被保険者等を除く｡)については，
希望により，退職後2年間に限り，裁判所共済組合の短期給付を受け，福祉事業を利

用することができる「任意継続組合員」制度があります。 、 ・

この制度の概要や必要な手続は次のとおりです。 ：

長期給付（年金）については，別途年金事務所等での手続が必要になりますので，

必ず手続を行ってください（ただし,老齢厚生年金の受給権が発生し,既に繭求手続
を行っている方は必要ありません6)。

1 任意継統組合員資格の取得

任意継競組合員となることを希望する人は，退職の日から起算して20日以内(例えば，

3月31日付けで退職したときは， 4月19日まで）にゥ退職する裁判所の共済組合支部に

次の害類を提出してください。

ただし，提出期限日が土日・祝日の場合は直前の開庁日までとなります。

申出が認められたときは，退職の日の翌日から任意継続組合員の資格を取得します。

なお,期日までに(')の申出番を提出しない場合及び納付期厘までに掛金を払い込まなかっ
た場合には，資格を取得できませんので注意してください。

(1)任意継続組合員となるための申出書

任意継続組合員の資格を取得するために必要な書類です。 (2)， (3)の書類が揃って
いなくても， この申出霊を先に提出するようにしてください。
住所は，退職後の住所を記入してください。

(2) 被扶養者申告書， 申述書

退職すると被扶養者の認定が取り消されるため，被扶養者がいる場合，再度，被
扶養者の申告をする必要があります6被扶養者がいない場合は,申告書のみを提出
してください。 ､

なお，申告書の添付書類については，別紙「認定に必要となる証拠書類」を確認
してください。

(3) 高齢受給者届出書（鮫当者のみに記布）

70歳以上の方又ば70蟻以上の被扶養者を有する方のみ提出してください。

F-要歪~1
任意継続組合員になったときは，掛金を払い込まなければなりません。

掛金には，短期掛金（福祉掛金を含む。以下同じ｡）のほか，介護保険の第2号被保険者
に該当する場合(40歳以上65態未満）の介護掛金があります。

2



(1)掛金の払込期間

短期掛金については；任意継続組合員の資格取得の日の震する月から資格を喪失する日
の属する月の前月までの間,払い込む必要があります。

介護掛金については，介薩保険の第2号被保険者の資格を取得した日の属する月からそ

の資格を喪失した日の属する月の前月までの間（任意継続組合員期間中に限る6),払い込

む必要があります｡．

なお，任意継続組合員の資格を取得した月に資格を喪失したときは，その月の掛金を払

い込まなければなりません｡ただし,その月のうちに更に組合員の資格を取得したときは，

任意継続組合員としての掛金を払い込む必要はありません。

(2)掛金の額の算定 ・

ア標準報酬月額及び掛金額

掛金の額は,標準報酬月額に裁判所共済組合定款第31条第’項で定める掛金率を乗

じて得た額です｡あなたの平成31年度の標準報酬月額及び掛金額は,別添の任意継続

掛金額案内書（以下「掛金額案内醤」という｡）のとおりです。

なお，任意継続組合員期間中に平均標準報酬の月額の増減があったとき及び前記の掛

金率に変更があったときは,掛金の額も増減します。 ‘

イ標準報酬月額の算定方法

あなたの標準報酬月額は，次の方法で算定されています。

例又は{ｲ)のうち,低い方の額が標準報酬月額になります。

（ｱ） 500,000円（平成30年9月30日における裁判所共済組合の平均標準報酬の月額）

㈹退職時の標準報酬の月額(直近の9月以降の改定時に交付された標準報酬等級通知
書に記載されている短期の額）

(3)掛金の納付期限等

掛金を納付期限内に払い込まなかった場合､次のような不利益を受けることがあります

ので注意してください｡
． ． ：

ア最初に払い込むべき掛金

掛金の納付期限は,退職の日から起算して20日以内です｡この納付期限までに払込

みがないときば,最初から任意継続組合員の責格を取得しなかったものとみなされます。

イア以外の掛釜
前月の末日までに払い込まなければなりません｡この納付期限までに払込みがないと
きは，納付期限の翌日から資格を喪失します6

仏）掛金の前納割引．

ア前納割引制度の概要

掛金の軸付については,半年分(4月～9月分j l0月～翌年3月分）又は1年分(4
月～翌年3月分)をまとめて前納することによって，掛金の割引を受けることが出来ま

す。

なお,任意継続組合員期間の満了が明らかなときは，前納期間の終期について， これ

と異なる取扱いが鹿められます。

イ前納割引制度利用時の掛金額

3



前納は，任意継続組合員となるための申出をし, '量愈壷迦腿鑿進旦璽屋立ゑ貝璽翼且
の掛金迩旦割引を受けることができますも例えば， 3月31日に退職する場合‘①4月

1日に申出を行い， 4月3日に掛金を前納した場合は5月分の掛金から，②3月20日

に申出を行い;,3月22日に掛金を前納した場合は4月分の掛金から割引を受けること

ができます（①の場合の掛金額は，掛金額案内書の記の2に6②の場合の掛金額は，掛

金額案内書の記の3に配載されています｡)6

ウ前納割引制度利用時の掛金額の算定方法

前納期間に応じ, ‘次の表の率を掛金額に乗じて掛金額を算定しています。

ヱ掛金を前納した者が前納期間の途中で資格を喪失したときは,過払いとなった掛金は，

還付されます。

(5)掛金の納付手続

任意継統組合員の資格取得が認められると,任意継続掛金額決定通知書が送付されます。
、掛金は，任意継続掛金額決定通知書に記戦された口座に振込みにより納付してください。

⑥翌年度以降の掛金額について

2月末から3月中旬頃に，翌年度の任意継続組合員資格の継続希望の有無，掛金納入方

法及び掛金額について，書面を送付します。また，翌年度の掛金額は，掛金率等の変更に

より，金額が変更になる増合があります。

3任意継続組合員責格の喪失

任意継統組合員は,次に掲げる場合に談当するときは，資格を喪失します。このうち． （1）

から(3)までの場合に該当するときはそれぞれに該当するに至った日の翌日に， (4)及び(5)の場

合に骸当するときはその日に, (6)の場合は納付期限の翌日に資格を喪失します。

(1)任意継続組合員となった日から2年を経過したとき 。

(2) 死亡したとき

(3)任意継続組合員でなくなることを希望する申出が共済組合に受理された日の属する月
の末日が到来したとき ．

(4)他の共済組合の組合員‘健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者になったとき
(5) 後期高齢者医療の被保険者等になったとき

(6)納付期限までに掛金を払い込まなかったとき

4:受給できる短期給付及び利用できる福祉事業

任意継続組合員は,次に掲げる短期給付を受け，福祉事業を利用することができます。

4

前納期間 率

■ P

前納期間 率 前納期間 率

1月

月
月
２
３

4月

0.996737

1. .990221
0

2..980464

’3.967476

月
月
月
月

５
６
７
８

4.951267

､ 5．931847

6.909228
ゅ

､7.883420

9月

10月

11月

： 12月

8.854433

9.8222
■ ｡

10.786964

11．748502



なお，短期給付や福祉事業の内容については，見直される場合があります。

(1) 任意継続組合員の疾病若しくは負傷に対する療養の給付又は療養費（高額療養費を含

む｡)-とそれらに係る一部負担金の額等の払戻し

(2)被扶養者の疾病又は負傷に対する諒族療養費（高額療養費を含む｡）とその附加給付
(3)高額介護合算療養費

(4) 出産費又は家族出産費とその附加給付

(5)埋葬料又は家族埋葬料とその附加給付

(6) 弔慰金又は憲族弔慰金
、 ．

(7) 災害見舞金

(8)特定健康診査及び特定保健指導の受診

(9)裁判所共済組合の行う厚生奉業のうち,主として次の事業
ア人間ドック及び脳ドック等の補助

イ災害の際の災害対策費の支給

ウ健康ダイヤル24の利用

エ福利厚生パッケージサービスの利用

⑩共済組合員手帳及び共済クリップ（広報紙）の配布

⑪引越システムの利用

⑫裁判所共済組合の診痩所の利用

伽）国家公務員共済組合連合会の施設の部内料金による利用

5利用できない事業等

．次に掲げる短期給付及び福祉事業は， これを受け‘又は利用することはできません｡

(1)傷病手当金（組合員期間に継続して支給される場合を除く｡), 出産手当金（組合員期間
に継続して支給される場合を除く。),休業手当金，育児休業手当金及び介護休業手当金

(2)裁判所共済組合貸付事業運営規則による貸付け

｡(3) 国家公務員共済組合連合会が行う住宅のあっせん

6組合員証

任意継競組合員には，組合員証を交付します。組合員証は，給付を受け，福祉事業を利用

し，又は市区町村に対し,介護保険の被保険者証の交付申請をする場合に提示してください。

なお,組合員資格を喪失したときは，直ちに所属の共済組合支部に返還してください。

5



任意継続組合員となるための申出書

国家公務員共済組合法第126条の5の規定により任意継続組合員となることを申し出ます。

裁判所共済組合東京支部長殿

令和 年 月 日
提出者 ．〒

住 所

氏 名

（昭和･平成

電話番号

(被=有･無）任（ ）
短＝年月～年月分まで介＝年月～年月分まで(・ 歳）

印

年 月 日生）

6

ｂ
ヨ
■ 印 辱

入目（次長）
ー

口
い 昏

否
6

■

＝

出納役 出納主任 課長補佐 課長補佐 専門職 取扱主任 ･係
■

F D

■ ■

退職年 月 日 令和 年 月 日

ー 4 口

退

■ p ●

､職． 時: の
所属局（部）課名

｡ c 申

退職時の標準

報酬 の 月 額

合

級 円

■ P

組合員 期 間

C ‐

。

年 月

組 合 員 証

記 号 番 号

ﾛ ﾛ

行
号番・座口金

銀
預



1年間所得推計額は，その者の恒久的な収入として見込まれる勘労所得，資産所得,事業所儲その他の所得の推計額を記入してください。

2扶養事実の発生（消醸）の理由は，具体的に群しく書いてください。 ． ・

3扶養親族の認定を受けてし､る者について被扶萎者の認定を受けようとするときは,給与事務担当者の旺明印を受けてから提出してください。
なお,その者が所得税法上の扶養親族の餌定を受けている者であるときは,扶養親族の有無には⑰と配入してください。
4燕印は配入しないでください。

7

支部長 局長 次長 出納役 出納主任 課長補佐 ,謀長補佐 専門職 取扱主任 係

、
“
、 ■ ~

P b

b ■

● Q

け

守
●
。

､組合員証
_記号番号

110－ ． ． 所属局（部）
課名

● ●

任意継続組合員
■

組合員氏名

生年月日

●
◇

● 0

年月 日生
※認定年月.日

C G

令和
b

年 月 日

認定を受けようとする
者の氏名・ブリガナ

‐ ●

性別
続柄
生年月日 職業

郵便
番号

Q勺 現住所。:フリガナ

０
６

扶養

親族の
認定の
有無

･給与
事務
担当者
証明印

被扶養者の要件を
備えるに至った年
月日及びその理由

※判定及び理由

今一

判定 理由

基礎年金

番号
（配偶者の
み）

■

届

■ 9 、
令和
年月 日

任意継続組合員加入

凸

■ ●

～ ■

曲 、
6 ｡

夕 ■

占 い

q ゆ

｡

一
一
ヶ

● 、

、
■

●

守

。

■ ■

●

◆

a

。 ▲ 、
● 6

■ 凸 、
▼ ■ ‐

上記のとおり申告します。

裁判所共済組合東京支部長殿
｡－P

令和 年 月． 日

ー

T

申告者住 所

氏 名 ③
｡

電話番号

システム

組合員歴

レセプト

長期資格

国民年金

一・覧表



令和元年度任意継続組合員掛金早見表

|＝季
崖ﾄ鶚｡|響
Z｢410M |一可

~Z万「440,"0l"l 470,｡｡｡l ｣~T－丁251 470,0001了
| 261 500,00Ol1 !
1 271_ 530,0cOl 劉
| 2a1560"IZ
1 29159o,000｢I
1 3･ 620,000l 2
｢311650"1 2i
1 321680,"|2'
| 331710,OC01 2
1 341750血’ 21
351 790,"ol 31
361830,000l 3
Wi880,00011 -g
381 930,000'| 3｛
391 980,000『万
401 1,030,"ol31
41|!,090,oml- 4:
f21 !,150."01 4@

令和元年度 現

標準報酬 短期･福

38.56

一

退職時

1

410,"0 1

24 440,“0 1

25 470,000 1

26 500,oOO 1
ニ

20

に
27 530,0" 20

228 560,”0

29 5”,000
－－

620,000

590,000 22

30 620,000

31 650；0” 25

680,0”32 26

33 710,"0 27

34 750,000 28

35 790,"O 30

36 830,000 32

37 880,000 33

38 930,000 35

39 980,"O 37

40 1,030,"O 39
■

1,090,”041 42

4442 1,150,000

《
一
短
切
一
一
一
一
《
’
３

■
■
０
１
６
日
０
０
６
凸
１
口
■
１
８
１
日
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｄ
日
日
８
■
Ｂ
０
四
■
■
■
ｇ
ｌ
０
Ｈ
ｕ
ｇ
■
丑
‐
叩
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
，
１
１
１
Ｍ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
叩
Ⅱ
叩
叩
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
・
Ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
０
ｌ
・
’
’
１
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

亜
仙
璽
伽
亜
澗
藏
唖
塑
州
函
剛
而
一
幽
刈

０

護
跳

短期

2,618

2,824

3,031

3;238

3,445

3,651

3,858

4,065

4,271

4,478

4,685

4,891

5,167
3
5卜443

5,718

手

在 任意継続組合員

■
■
麹

祉
１

日

■

■

Ⅱ

９

■

■

■

■

■

凸

巳

且

■

Ⅱ

■

■

凸

■

、

■

■

■

且

■

■

０

９

６

■

６

１

■

■

■

１

１

日

Ⅱ

Ｉ

８

Ｕ

０

Ⅱ

Ｕ

０

■

■

■

８

８

Ⅱ

ｇ

日

日

■

８

１

＆

■

・

ａ

■

ｄ

牌|ｵ年前納’年額 1年前納
%o

介護

6.89%o

"福祉

77.12％0

介護
月額合計

13.78％0

29,305 ｜
’

4,652 5i236 34,541 414,492 405,805
■

１

４

１

１

４

１

４

‐
４
、
口
吊
■
■
■
１
０
■
日
日
ロ
ロ
ロ
■

■
■
凸
Ｉ
■
凸
■
Ｈ
Ｉ
Ｂ
■
●
■
け
。

5,809 31,619 5,“9 37,268 447,216 437,843

L6,966 33,932 6,063 39,995 479,940 469ぅ881

6,4761 512,664186123 36,246 42,722 501,919

9j280
ニニニ

,436

21,593
-

22,750

23,907

,436

1,593

,750

1

１
１
１
１

;064

,220

,377

,鍵0
8,560 6,890 1 45;450 1 545.400

■

１
１

,462

,004

6,0631,932
0

１
１
１

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

I,860 6,407

,788 6,752

,716 7,096

,030 7,510

,344.

' 431 !,210,000 [二丁 ’46,657 8,336 ■

(注)介護掛金は,40歳以上65歳未満の方に納入していただきます｡65歳以上の方は,市区町村に納入していただくことになります。
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再任用職員となる場合の注意点

夫婦で子を共同扶養《共働き）している方

再任用職員となることで自身の収入が減少し，

配偶者との間で， 『主たる生計維持者」が

逆転する場合があります。

（再任用職員となった時点の収入で判断する。）

そのような場合は，子の扶養者を変更する手
続が必要になります。

1

退職後の医療保険制度について

1家族鱒被扶養者に意る。

2国民健康保険に加入する。

3裁判所共済組合の任意継続組合員

制度に加入する。

’

’
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任意議続鵜合
＝錘

猿1

所鶏晶喜調
希望により
することがで誉

瀧寳毒 裁判

加入に限り，

加入によるメリット

(1)短期給付を受ける。
(2)福祉事業の利用可。
※ただし，長期給付（年金）は含まない

§' ．

毛｡完

”

ウ

資格の欺雛1儲“ 、
p

ク§： :鰯職餓鴻.患：繊斌
”~～一Fし私や｡■Pt凸■毎合一~ｰも一奔牟一

′ ・ツヴ几坤 当 今送・ ．

俺ヂクーーもー妙｡－

錘
‐

J 〆

(3)高齢受給者申出書 (該当者のみ）
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3掛金

掛金（短期掛金，介護掛金）

(1)払込期間

(2)額の算定

(3)納付期限

(4)前納割引

(5)納付手続

令和元年度任意継鏡組合員掛金早見髭

I令和元年度 朝 在 住海哩唾哩全員
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4資格の喪失

次の場合は資格を喪失する。

(1) 2年を経過したとき

(2)死亡したとき

(3) 任継でなくなることを希望する申出をしたとき

(4)他の健康保険に加入したとき

(5)後期高齢者医療の被保険者となったとき

(6)期限までに掛金を払い込まなかったとき

舞鯆著書溌奮裁鐡鴬ご
罐撫韻難く”泌寅,#‘,､j皇

稲穂蓋 墓 董

,静心？
● 寺 合

一部受給又は利用が制限されているものがある。
一ko ｣ も 9 .' ｡ _ ‘ .

◆ ■ 制

4＝

、．･ ､ ' ; f, _ # 。.‘ ．，.． 5． ＄
q ． ~ 夕 ． 5 ..
. 。 ． 〆

争う . ‐ ｡
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資格喪失後の給付

傷病手当金

出産費

埋葬料

1

2

3

■
Ｇ
Ｂ
■

１も
、

■二
8

り ･?
』

I
、口

、1退職鰐璽圭続嵩(任継以外)‘:：
， ;.､･､《『＆ ‘ ‘ ‘ 雷 ？ 、 ‘曇≦ 、｡-騏・
(1)貸付及び財形持家融資､､ヤヅ:;
､､ ぢ ;~､．:.？‘ ． － ． ･・ ． ， ． ： ，、－ ． 誌・
： ・ 廟， ' i , . . '1･ : . ‘ ． ＞ 、,守f 、 ・

か'： 、． 、 、罰. ′ ， ；患 、 、．

f; (2)｣団体月払い保臘･グ允一プ保険

一一■15b凸一■伊齢4 4 ■~凸

とゞ¥

､

(3) §法人カー.ド 』

、

ユ

(4)財形貯蓄:-‘､
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一一

令和元年度

退職準備説明会

(年金について）

裁判所共済組合東京支部

東京高等裁判所会計課共済組合第三係

老齢年金の種類

’
共済年金 厚生年金

平成27f9鼻ま邇 平愈”年10月から

①職域加算額 退職等年金給付3階

生

2階
心柵剥例雛I愈回儲齢,臘当劇

1階
C国民年金 老齢基礎年金）

’

1



各年金の受給時期

①蟻鯉總琴羅蝿員までの分）

②厚生年金相当額今報酬比例額
・受給権が発生するともらえる

③国民年金(老齢基礎年金）
。65歳からもらえる

■■■

年金請求手続の基本的な流れ

1退職時の手続

2受給権発生時の手続

365歳到達時の手続

465歳到達後の手続

S再任期間満了で退職する時の手続

2



1退職時の手続

宮
。

2受給権発生時の手続

特別支給の老齢厚生年金の請求
(1)ターンアラウンド請求書
（支給開始年齢到達日の3か月前頃に
送付される）

(2)請求時に添付する書類

(3)注意事項

3



365歳到達時の手続

(1)交蕊蕊驍譲譽年金の請求
(65歳到達日の2か月前頃に送付さ
れる）

(2)国民年金の請求
加入制度の違いにより請求先が
変わります。

－

’ 465歳到達後の手続
退職等年金給付の請求

(1)退職後に65歳に到達
65歳到達後に連合会から請求書が
自宅に送付される

(2)65歳到達後に退職
退職届が連合会に届いてから請求書
が自宅に送付される

一一 一一一一

4



■5再任用満了時の手

退職届（年金受給権者用）の提出

提出の効果

年金の一部支給停止の解除
年金額の改定

退職等年金給付の請求書送付

－口－ F 二＝

－

|個人の希望による手続

1 繰上げ請求

Z繰下げ請求

S繰上げと繰下げの損得
｜

’
－

5



’

1繰上げ請求

年金の支給開始時期を1月単位で60歳ま
で早められる

(1) ＝メリット

’請求後すぐに年金を受給できる

(2)デメリット

，生涯減額される（1月当たりO.5%の減額）

・全ての年金を繰り上げなければならない
。撤回できない

重繰下げ請求
65歳からの年金を1年以上5年まで1月
単位で支給開始時期を繰下げることができる
(1) メリット

・年金額が増額される（1月当たり0.7%増額）

･各年金をそれぞれ好きな期間繰下げ可能

(2)デメリット

．65歳から支給開始までの間は収入がない

．請求前に死亡した場合は年金を受給できない

。加給年金は繰下げ加算の対象外

・配偶者への振替加算がされない場合がある

．自ら請求書等を取り寄せる必要がある

’
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S繰上げと繰下げの損得

生涯に受け取れる年金額で比較した場合

繰上げが有利なのは， 75歳まで

繰下げが有利なのは， 81歳以降

その他お知らせしておきたいこと

1 長期加入者特例(44年特例）

重在職中の一部支給停止
例65歳未満で年金額が150万円(月額125, 000円）

年収〈賃金)が480万円(月額400, 0.00円)の場合
（賃金月額十年金･月額－28万円）÷2 ．
＝（400,”0円十125,000円-2801000円）÷2=122,500円．

－部支給停止額が月額で122,･500円となるため月額2,500円
（年額で3万円)の年金が受給できます。 ． ：

’
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年金の支給開始時期

受給権発生臼の翌渭分から支給開始
支給される年金の額は年額の12分の1が月額となり‘
各偶数月の15日にそれ以前2か月分の年金が支給
例昭和34年6月15日生まれの場合

令和4年6月14日に64歳に到達して特別支給の老齢厚生年金の

受給権が発生

今請求をすれば令和4年7月分から年金支給
7月分は8月15日に支給

8月分及び9月分は10月15日に支給、

※在職中の場合は‘一部支給停止となるため‘差額がある
場合はその額が支給される

年金支給額について

･ねんきん定期便(毎年誕生月送付）
受給見込額が記載されている

"連合会への試算依頼

書面による依頼

年金情報提供サービスによる試算

8



年金に関する相談
KKR年金相談ダイヤル
O570-OSO-556(ナビダイヤル）

O3-3265-8155(一般電話）

受付時間9:OO～17:30(土日祝日,年末年始以外）

(電話が混み合う時期等)

。月曜日など休日明けの午前中

･年金の定期支給日の前後1週間程度

｡10月, 1月,6月(通知客等の発送時期のため）

※週の後半や夕方(16:00～17:00)などは比較的つながりやすい

※問い合せの際には, 「年金証書記号番号｣,「基礎年金番号』または

『長期組合員番号｣が必要

お疲れさまでした

以上で年金の説明を終わります。

年金の制度などについては本日配布しました

。退職準備説明会資料（第4章）

・知っておきたい厚生年金・退職等年金給付

をご覧ください。
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様式第101号

年金請求書(国民年金｡厚生年金保険老齢給付）

f
･年金を受ける方が記入する箇所IZE=-(黄色>の部分です。
｡年金購求書の提出の際には､切り離すことなく冊子のまま､提出してください。

F奔需=1

宴歯橿閣

丑付年月日

…醸金逼雰戸百毒“又《鐘い§
⑳郵便番号 一

ﾌリガナ

誕
耐⑳住所

建物名

ﾌリガナ 性別

(氏） (名） 男
女

■
●

１
２

⑳氏名 ②

は､押印II

竺▲一一一一.一一切』 凸一一一一一一マ■ ~

蓋印I’ ’社会保険労務士の提出代行者印
■

： ．
②

①個人番号※
(または基礎年金番号） ②生年月日 昭和 年 月 日

電話番号’ ｜’ － －
※個人番号(ﾏｲﾅﾝﾉ画…屑塞犀＝雷詞…

電話番号2
－

＊日中に連絡力

－ ー

－

画偏…

※基礎年金番号|(10桁)で届出する堰合は左監めでご妃入ください。 予備の竃騒番号(婆帯電垢も可)があればご肥入ください。

2｡‘年金の受取口座をご記入ください。 ゆ心理&側|■1週 閏】 汀'β】1■

フリガナン１
１

’ ｜

‐’I⑮受取機関

(氏） (名）

口座名義人
氏名

⑳金融機関ｺｰドI⑳支店ｺード ⑧預金
租嗣

蹄
錘
睡
馳
醜
睡
地

⑳口座番号(左詰めで配入）金
融
機
関
一
一
ゆ
う
ち
よ
殿
行

輕
華
》
祈
諦

運
座
若
当
１
２年

金
送
金
先

・ ．⑳貯金通根の口座番号

記号(左結めで記入) l 番号(右詰めで配入）

L
ト

1ペ‐鞍の氏名ﾌﾟﾘ畑･と口庭名佳人氏堰フリガナが
周cであることを垂躍〈"さい．

一

0I]l0l1 |61oh鰯専八の譲塾⑰支払局ｺード

※通隈またはｷｬｯｼｭｶｰドの写しを添付する塊
･合え鉦明は不要です。 ．

(鋤1”

1

, 金融機関またはゆうちよ銀行の証明※

年金受取機関の証明印



右の3ページを記入する際の注意事項

r-記天爾~~］

I I ■ ● ● ロ

(注1)加入していた年金制度が国民年金の場合､事業所名称の欄には｢国民年金｣とご記入ください。
(注2)駐留軍の施設関係に勤めていたことがある方は､事業所名称欄に部隊名､施設名､職種をできる
かぎりくわしくご配入ください。

(注3)加入していた年金制度を○で囲んでください。
「国年｣･，｡国民年金(第1号被保険者･第3号被保険者）
「厚年｣…厚生年金保険
「船保』…船員保険．
「共済j…国家公務員共済組合､地方公務員等共済組合､私立学校教職員共済など

◆国民年金基金に加入していた方へ

この年金購求書とは別に手続きが必要です。
●基金に加入している(加入していた)期間につい‘

・ては､国民年金基金にお問い合わせください6 ：

●中途脱退者(60歳になる前に基金を脱退した方。

ただし､15年以上基金に加入していた方は除く）

は､国民年金基金連合会にお問い合わせください。

◆厚生年金基金に加入していた方へ

この年金請求書とは別に手統きが必要です。

●基金に加入している(加入していた)期間につい

ては､厚生年金基金にお問い合わせください。
●加入していた厚生年金基金の加入期間が10年

未満で脱退された場合および加入していた厚生年

金基金が解散している場合は企業年金連合会に
お問い合わせください。

く企業年金連合会へのお問い合わせ先＞
電話番号;O570-O2-2666

※PHS'IP電話からは03-5777-2666

く国民年金基金連合会へのお問い合わせ先＞

電話番号:03-5411-O211

(個人情報の利用目的について）

国家公務員共済組合連合会における個人情報保護法第15条第1項に規定する保有個人情報の利用目的
は､次のとおりです。

1．長期給付の決定及び支払
2.長期給付に関する情報提供
3.宿泊事業及び医療事業等の福祉事業に関する情報提供

2

ご注意！

(1)事業所名称(支店名等)､船舶所
有者名称または共済組合名称等

p ・ （注1)(注2）

(2)事業所(船舶所有者)の所在地
または国民年金加入当時の住所

(3)勤務期間または
国民年金の加入期間

(4)加入していた
年金劇度の種類）

(注3）

(5)勘考

1 国民年金 △△市××町1－2－9
(自)昭和50.8.3
(至)昭和昌3.3.31 <霊駕

2 ○○共澱合 町3－2－W
(自)昭租53.41
(至)瑠和63.3.31 龍迄参

3 △△化学(株） ロロ市△△町4－5－6
(自)昭粗63.41
(至>率慮3.3.31 議雲要

P

4 △△化学(株)大臨工蝿 ロロ市◇◇町4－5－6
(自)年慮ユ4， 1
(至)識氾9，30 藤雲壽

■

5
●

l

△△化学(株)東京夜店

f

○○市××町6－5－4
(自)平礒皿10. 1
(至)甲唾18.3.31 儲雲雪

β

6 ○○共潅組合 ○○市“町7－8－9 ．
｡

(自)寧慮18.41
(至)…6:3割 藤堂参

7

口

。

●

●
■

■
■

■
■



● I

芝さい。妙】銅昌琴のWIロﾛ】調風？
■ ■

｡ ●■

(1)次の年金制度の被保険者または組合員となったことがある場合は､枠内の該当する記号をOで囲んで
ください。

ア国民年金

イ厚生年金保険

ウ船員保険(昭和61年4月以後を除く）

エ国家公務員共済組合

オ地方公務員等共済組合

力私立学校教職員共済

キ廃止前の農林漁業団体職員共済組合

ク恩給

ケ地方公務員の退職年金に関する条例

．旧市町村職員共済組合 _’
(2)年金制度の被保険者または組合員であった期間について､下記の履歴欄にご記入ください。

’
履歴〈公的年金制度加入経過）

、。

；－一

(1).事業所名称(支店名等)《船舶所
有者名称または共済組合名称等

(2)事業所(船舶箭有者)の所在地
または国民年金加入当時の住所‘

(3)勤務期間または
国民年金の加入期間

(4)加入していた
年金制度の種婚 (5)備考

ｊ
ｊ
自
至
く
Ｉ

年
保
国
船

厚年
共済

1

ｊ
ｊ
自
至
く
く

年
保
国
船

厚年
共済

2

Ｊ
１

｛
国
窒
｛

く
く

年
保
国
船

厚年
共済

3

ｊ
ｊ
自
至
く
く

年
保
国
船

厚年
共済

4

１
７

自
国
幸
エ

く
く

年
保
園
船

厚年
共済

5

１
Ｊ
自
至
ｌ
く

年
保
国
船

厚年

共済
8

１
Ｊ
自
至
く
く

国年
船保

年
済
厚
共

7

ｊ
ｊ
自
至
く
く

年
保
国
船

厚年
共済

8

ｊ
ｊ
自
至
く
く

年
保
国
船

厚年
共済

9

抄

ｊ
ｊ
自
至
く
く

年
保
国
鉛

厚年
共済

10

(3)改姓厚改名をしているときは､旧姓名をご記入ください。

リ(ﾌﾘｶﾂ･）

旧姓名I(氏） ｜(名）

3

改姓･改名

した時期

昭和

平成 年 月 日
令和



右の5ページを記入する際の注意事項ご注意！

O昭和61年3月までの期間において国民年金に任意加入しなかった期間， 、

1 配偶者が下記アーキの制度の被保険者､組合員または加入者であった期間 、

2配偶者が下記アーキの制度の老齢年金または退職年金を受けることができた期間 ． ．

3 本人または配偶者が下記アーキの制度の老齢年金または退職年金の受給資格期間を満たしていた期間
4 本人または配偶者が下記アーキの制度から障害年金を受けることができた期間 ． ‘

5本人が下記アーキの制度から遺族に対する年金を受けることができた期間 、

6 本人または配偶者が都道府県餓会､市町村議会の議員および特別区の議会の職員ならびに国会職員であった期間
7 本人が都道府県知恵の承認を受けて国民年金の被保険者とされなかった期間

○国民年金に任意加入しなかった期間

8 ，．本人が日本国内に住所を有さなかった期間

9 本人が日本国内に住所を有した期間であって日本国籍を有さなかったため国民年金の被保険者とされなかった期間
10本人が学校教育法に規定する高等学校の生徒または大学の学生等であった期間
11． 本人が昭和61年4月以後の期間で下記アーケの制度の老齢または退職を事由とする年金給付を受けることができた期間

ただし､ｳｰｹの制度等の退職を事由とする年金給付であって年齢を理由として停止されている期間は除く。

Oその他の期間 ・

12本人か配偶者が下配以外の年金や恩給を受けていた期間

13上記のいずれかにも該当しない期間

ｲ.船員保険法(昭和61年4月以後を除く）
工.地方公務員等共済組合法
力.廃止前の農林漁業団体職員共済組合法
ク.廃止前の国会認員互助年金法

ア.厚生年金保険法
ウ.国家公務員共済組合法
オ:私立学校教職員共済法． 、
ｷ.地方公務員の退職年金に関する条例
ケ.改正前の地方公務員等共済組合法

（地方議会磯貝共済）

遺族基礎年金･遺族厚生年金に必要な責格要件について

老齢給付の受給資格期間を満たした場合であっても､遺族基礎年金･遺族厚生年金を受け取るためには､原則として
亡くなられた方の受給資格期間が25年(300月)以上あることが必要です。 、 ・ ．

受給資格期間や年金額を増やすことができます
…鯉至幽ｴﾆｰ罠呈竺二三二一一「－－，

ご本人のお申し出により､60歳以上65詮未満の5年間(納付月数は480月まで)､国民年金保険料を納めることで、
受給資格期間や年金頓を増やすことができる任憲加入創度がありますのでぜひご活用ください。 ．

９

4

、5ページ(4)に配入する該当番号を下記番号がら選択してください。



がある場合は､その期間を下欄にご記入ください。していない(4) 0歳から60謝まで こ

※この欄と､下の(5)については保険料納付済期間惇生年金保険や共済組合隼の加入期間を含む)及び保険料免除期間の合
計が25年(300月)以上ある方はご記入不要です。 ：

一コ －－

■ ’
P

左ページの
該当番号

．学校や勤め先等
(自欝業､専莱主婦解）

住所
(市区町村）

20歳～60厳の加入していない期間 年齢 婚姻､配偶者の勤め先

１
Ｊ
自
至
く
く

歳
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く
く
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庄
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鍾
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Ｉ
Ｉ
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ｌ
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．
．
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議
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ｊ
自
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ｊ
自
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ｌ
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Ｉ
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Ｉ
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ｑ
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ｌ
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ロ
ー
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
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ｊ
自
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|園10
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

・

■

ｈ

Ｉ

Ｉ

ｈ

Ｍ

Ⅱ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｌ

１
‘
ノ
、
■
〃

自
至
く
く

一ー－一一一 言一一

(5)配偶者(であった方も含みます)の氏名：生年月日､基礎年金番号をご記入ください。
なお､‘婚姻履歴が複数ある場合は､任意の用紙にご記入ください。
※9ページ5(1)にご配入いただく場合はくご飽入不要です｡･

カナ氏名 ． （ ）
漢字氏名 （

生年月日 ‘窮職《灘，‘:職‘:撒戴
基礎年金番号（

く
ｊ
）年（ ）月（ ）日
薙基礎年金番号はわかる範囲でご記入ください。

5



■
一一三一 Kロ軍廷一’圭一＝、一 一一一一 一 一

ー配 ■一一一

を記入する際の注意事項

〆

(1）
現在､下(表1)のいずれかの制度の年金を受けているかお答えください6
*｢年金｣とは4老齢または退職年金､障害年金遺族年金をいいます。
＊｢受けている｣には､年金が全額支給停止になっている堀合も含みます。

に

表1公的年金制度等

|ド
①

②

ローー ョーー一

、鶴,のいずれかの制度の年金についてⅡ受けている｣顎たは『a請求中｣を｡で囲んだ
方は、 ■

＊｢公的年金制度名｣"･表1から該当する公的年金制度等の記号(アース)を選択し､ご記入
ください。 ・

＊｢年金の種類1．．.骸当するものを○で囲んでください｡
＊｢支給開始年月｣…年金を受けることとなった年月をご記入ください。

艮(｢'受けている｣をoで囲んだ方のみご記入ください） －ノ

ｒ
ｌ
ｌ

/〆－一－ 、
ゞ複数の雇用保険被保険者証等をお持ちの方は値近に交付された雇用保険数保険者証 ｜
等に記載されている被保険者番号をご記入ください。 、 吟 (2）

*雇用保険被保険者番号について､ご不明な点がありましたら､勤務先またはハローワーク
にお問い合わせください･

ノ

１
１
１

［

6

ご洋意！

｡

ア国民年金・ キ廃止前の農林漁業団体職員共済組合
イ厚生年金保険 ク恩給
ウ船員保険(昭和61年4月以後を除く〉 ケ‘地方公務員の退職年金に関する条例
工国家公務員共済組合･ ・ ．日本製鉄八幡共済組合…･ ･
（JR､JT､NTTの三共済組合を含む）

側和6,年4月前の長期給付に関する施行法を含む)彗藤菖鰹繍響轆蕊金蔓
オ地方公務員等共済組合、

鎧錨琴霧赫倉毎に閏する施行鍵含む)鼠繍蓋雛繍霞護法メ ト
カ私立学校教職員共済 ・

B ■ も



一
一

$てご記入ください。

(1)現在､左の6ぺ宇一ジ(表1)のいずれかの制度の年金を受けていますか｡該当する番号をOで囲んでください。

1．受けている(全額支給停止の培合を含む）L二
①E1..受けている．IをOで囲んだ方

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

I
公的年金側慶名
(表1より妃号を週択）

⑳年金証害の年金コーデド
．または記号番号等

支給開始年月年金の種頻

-百老廊震河渓退聴一
･障害
･迩族一一

平成
令和

年 月

■
■

平成
令和

年 月

一
一

一顧和
ー

更I

畷
年 月

｡

p勺

、 ｢8.請求中｣を○で囲んだ方 ．

,I ’ ’ 種顛の異なる2つ以上の年金の受給権(年金を受ける権利>を得た場合は､原則として､どちらか宇方の年金を選択することになり､も
う一方の年金は支給停止となります。 ．

(2)雇用保険に加入したことがありますか｡rはい』または『いいえ｣を○で囲んでください。

’はい ■ いいえ

①｢はい｣をOで囲ん灌方

雇用保険被保険者番号(1o桁または11桁)を左胎めでご記入ください。
同封のバﾝﾌﾚｯﾄの1.3ページの2の番号7をご覧ください。

I
､

最後に雇用保険の杖保険客でなくなった日から7年以上経遇している方は核保険者番号を
健入する必纂はあり旗せん｡(下の『事由寡』のrウ』を◎で囲んで､･署名して<篭さい〉 ’

ノ

鵬

②『いいえ｣をOで囲んだ方

下の『事由書』の『ｱ｣または｢ｲ｣をOで囲み､署名してください。

私は以下の理由により､雇用保険被保険者鉦等を霞付できません。
(肢当する項目をOで囲んで〈麓さい） ．

最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過しているため。
ウ 過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたが､老齢厚生年金の年金酷求書受付日において、
最後に雇用保険被保険者の資格を喪失してから7年以上軽過している。 ． ；・ ．

付日において、

※年金を受ける方が自ら署名する場合は､押印は不要です。 ’

60旗から65歳になるまでの間で､雇用保険の基本手当(船員保険の場合は失業保険金)または高年齢雇用
継続給付を受けていますか(または受けたことがありますか)｡｢はい｣または｢いいえ｣をOで囲んでください。

(3)

はい いいえ (注)これから受ける予定のある方は4国家公溌員共済組合連合会簿にお問い合わせください‘

7

公的年金削度名
(表1より箆号を遺侠）

h

年金の麺簸
■ ｡

ﾛ孝輔または週戦

:霊

ア
ー
イ
獣ａ

属用保険の加入事業所に勤めていたが､雇用保険の彼保険肴から除外されていたため。
雇用保険法による適用事業所に雇用される者であるが､雇用保険被保険者の適用除外であり、
雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない。 ．

鷹用保険に加入していない事業所に勤めていたため｡(公務負であったため｡）
雇用保険法による遠用事業所に雇用されたことがないため､雇用保険被保険宥証の交付を
受けたことがない｡． .

'署名欄 ⑳



」

右の9ページを記入する際の注意事項
(配偶者または子がいる方のみ､以下の点に留意してご記入ください）

、/〒

●ご本人(年金を受ける方)によって､生蔚を維持されている配偶者または子がいる場合
＝加給年金が加算されることが鋤まず｡(くわしい内容については､”ページを轆鹿<輝い｡）

ノ良

煽窪者と子についで 、
●配偶者とは､夫または妻のことをいいます｡また､婚姻の届出はしていなくても漂実上ご本人(年金を受ける方)と
「婚姻関係と同様の状態にある方｣を含みます。
●子については4次のいずれかの要件を満たす方となります。
⑦18歳に達した日以後の最初の3月S1日までの間にあること
、④20歳未満で障害の程度が厚生年金保険法に定める障害等級1級u2級に該当している昌二と

(例)⑦の場合
4月1日 18歳の誕生日 3月31日

▼
ー

二手
▼

ノ、
3月31日までは加給年金の加算対象となります。

／…＝
5.（”③について､以下の点に留意してご記入ください。

配偶者は現在､下(表1)のいずれかの制度の年金を受けているかお答えください。

③

＊｢年金｣とは､老齢または退職年金､障害年金をいいま教。 ．
＊｢受けている｣にはや年金が全額支給停止になっている堪合も含みますb
＊｢公的年金制度名｣".下(表1)に該当する公的年金制度等の記号を選択し､ご記入ください。
＊｢年金の種類｣…該当するものをOで囲んでください｡，
*｢支給開始年月上.､年金を受けることとなった年月をご記入ください。
（｢1．受けている｣を○で囲んだ方のみご記入ください〉

、■ ノ

表1公的年金制度等

ア国民年金 キ廃止前の農林漁業団体職員共済組合
イ厚生年金保険” グ恩給
ウ船員保険(昭和61年4月以後を除く） ケ地方公務員の退職年金に関する条例
工国家公務員共済組合． ．日本製鉄八幡共済組合
(JR,JT､NTTの三共済組合を含む）
〈昭和61年4月前の長期給付に関する施行法を含む）サ改正前の執行官法附則第'3条
才地方公務員等共済組合 〆シ旧令による共済組合等からの年金受
《昭棚年帽前の長期給付に闇する施行法を含む)繍認鍾繍壼法
力私立学校教職員共済、

8



輿子についてご記入ください。
"

巳

｢はい｣または｢いいえ｣をOで囲んでください。
｢はい｣の場合は(1)をご配入ください。

(1)配偶者についてご記入ください｡同封のパンフレットの10ページの番号4をご覧ください。

①配偶者の氏名､生年月日､基礎年金番号､性別についてご記入ください。 、

－－－丁罵言~F~~ ､司
昭和

｜

’

⑪配偶者
の氏名

④配偶者の
生年月日

(氏） (名）
年月 日

’ 平成

1°目

2．2

男女
■●

２１

③配偶者の
個人番号※(また
は基礎年金番号）

配偶者
の性別

－－－ 一一一 一・一- 一一一 一一一

※侭人番号〈ﾏｲナンバー)については､瀝尺ニラ壱ご蕊麗て稽さい。

濠基礎年金醤号(10桁)で届出する塙合は左館めでご紀入ください｡

②配偶者の住所が年金を受ける方の住所と異なる増合は､配偶者の住所をご記入ください。

ー■■■■ 目■■■|■■■■’｜ ’
(ラリ刃子7－ !I

l

ll

’

’
配偶者の住所 市区

町村 建物名
ー

③配偶者は現在､左の8ぺｰジの表1のいずれかの制度の年金を受けていま散か｡該当するものをOで囲んで
ください｡ ’

I

(蕊職議! ’
ー■ー■宇一■F 一．＝一一一一一一一一一回一 D － 一一＝－一F F 一一

’
｜

’
⑰年金鉦書の集金コード
または記号番号等 、
－－．

年金の種類 支給開始年月

‘老齢または退轍
画障害

－昭和ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

１
１

爾
癖
翻

成
和
平
令

年

一
月

月

ー－｡－■F ■ 一一 一一一一－－ 一一一一

－1１
１

･老齢または退職
・障害

年

| :瀞た職鋤 平成 年 月
’

(2)左の8ページに該当する子がいる場合には､氏名､生年月日および障害の状態についてご記入ください(3人
目以降は余白にご記入ください)。同封のパンフレットの10ページの番号4をご覧ください。

子が障害の状態にある場合は､同封のバﾝﾌﾚｯﾄの11ページの番号6をご覧ください｡
=二二二二二二二二二二

②診
一

⑫生年月日 |’|｜

I
②子の氏名 (氏） (名〕

障害の状態
一

１
１

|一
L＝一一一一一一一一一一一一一一一

◎
望

配偶者は
いますか

はい 。 いいえ

1.老齢｡退職の年金を受けている 3.錆求中
2.障害の年金を受けている 4‘いずれも受けていない

公的年金制度名 ．

(表1より紀号を選択）

■■■■■■一

年金の種類

一

齢
害
老
障
■
■
または退職

下の(2)へお進み〈ださし1

⑳子の氏名

【ラリガテ】 ‐－

(氏〕 (名）
③生年月日

障害の状態

蕊隼 月 圓
ある ない

③診



右の11ページを記入する際の注意事項
(配偶者または子がいる方のみ､以下の点に留意してご肥入ください）

ご注意！

加給年金額について

加給年金額

(翠鑿琵総窯(職捌捌…計雛持奮…霞偶概'刷剛帥）
●厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は1号厚生年
金保険の被保険者期間が15年～19年)以上ある方が､65歳到達時点(定額部分が支給される場合は、
定額部分支給開始年齢に到達した時点)で､その方に生計を維持されている下記の配偶者または子が
い

るときに支払われます。

⑬生計維持については､11ページの【生計維持とは】をご確認ください。

配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の責桧期間の短縮の特例の堀合)または障
害年金を受けている間は､加給年金甑は支給停止されます。
該当する方は｢加給年金額支給停止事由鮫当届』の提出蝿要となる壗合があります．

10

対象者 ､ 、 年齢制限
－ ■ 0

配偶者

● ■

65歳未満であること
■ ‐

9

● ■ ■

子
･18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にあること
･20歳未満で障害の程度が厚生年金保険法に定める障害等級1級｡

9 -

凸
０
０

2級に該当していること



ゴー ､

雇｛
■

= F ー~ ＝

9ページで記入した配偶者または子は､年金を受ける方と生計を同じくしていることを申し立てる(証明する)。

一恵1|郷’署名楓
※年金を受ける方が自ら署名する増合は､押印は不要です。

／ 姓計維梼と1割デー、1
以下の2つの要件を満たしているとき､『生計
維持されている｣といいます。

同一世帯でない場合で､生計同一に関する第三者の証明蕊が必要な
場合には､以下の欄に配入､押印のうえ､ご使用ください。 ．

｜
■
閲
■
■
■

日

⑳

’
巳

令和庇明日 年 月

例)"住民票上､同一世帯である。
。単身赴任､就学､病気療養等で､住
所力唯民票上は異なっているが､生
活費を共にしている6．

'1

証明者
氏名

》

鱒

匿鯉蹴 ソ
に工王塞垂詞霊ﾖ珂目画

霞調
※第三者には､民法上の三親等内の親族は含まれません。 ・

同一世帯でない場合は､同封のバﾝﾌﾚｯﾄの12ページをご覧ください。

I ｝ご本人(年金を受ける方)によって､生計維持されている配偶者または子がいる場合

(1)該当するものをOで囲んでください(3人目以降の子については､余白を使用してご記入ください)。

実施機関
確隠印

配偶者または子の年収は爾850万円未満ですか

’

Ｉ

－

配偶者について はい 。 いいえ （ ）印

子(名： はい 。 いいえ)について （ ）印

子(名； )について はい 。 いいえ （ ）印

(2)(])で配偶者または子の年収について｢いいえ]と答えた方は､配偶者または子の年収が二の年金の受給権
〈年金を受ける権利)力溌生したときから､おおむね5年以内に850万円(所得655.5万円)未満となる見込
みがありますか。
該当するものをOで囲んでください。
1－ ､ー

’はい 。 いいえ’
『ぱい｣をOで囲んだ方は､同封のパンフレットの11ページの番号5をご覧ください。
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6．加給

弓 畢

零金額に関する生計維持の申し立てについてご館入ください。



右の13ページを記入する際の注意事項

[ 颪完~了］
組合員または組合員であった方が刑に処せられたとき等は､改正前の国家公務員共済組合法･地方公
務員等共済組合法による退職共済年金(経過的職域加算鋤に給付制限が行われます。

○給付制限の概要

組合員または組合員であった者が禁銅以上の刑〈懲役刑･禁銅刑)に処せられたとき､組合員が免職停職
の懲戒処分を受けたときまたは組合員(退職後に再び組合員となった者に限る｡)もしくは組合員であった者が
退職手当支給制限等処分を受けたときは､退職共済年金(経過的職域加算額)の全部または一部の制限が行
われます。

禁銅以上の刑に処せられてその刑の執行を受けるときは､その刑の執行が終わるまで､退職共済年金(経過
的職域加算額)の全額が支給停止となります。

｢個人番号(マイナンバー)｣を記入する際の注意事項

01.15ページに記入された請求者本人のマイナンバーは､マイナンバーが正しい番号であることの確麗
（番号確麗)および提出する方力蟠号の正しい持ち主であることの確浬(身元(実存)確麗)が必要なた
め､以下の(1)または(2)に掲げる書類をご提出ください。
※

(1)マイナンパーｶｰド(個人番号ｶｰド） , ‘

番号確浸と身元(実存)確圏できる情報の両方が記戦されているため､1種類で確認が可能です§
(2)以下の2種類(⑦と④1種類ずつ)をご提出ください。

⑦ﾏｲナンバーが配載されている書類から1種類
住民票(マイナンパー配峨のもの)または通知カード
④身元(実存)確琵のできる書類から1種類
運転免許証､旅券(パスポート)､身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳､療育手根､在留
カード等

※身元(実存)確認のできる書類については､上記⑦以外にも提出可能な書類があります。
詳しくは､同封のパンフレットの14ページをご覧ください。

1

【窓口で藷求書を提出する場合】 、

上配(1)ﾏｲﾅﾝバｰｶｰドまたは(2)の⑦と④1種類ずつの原本をご提示ください。

【郵送で謂求書を提出する場合】 ・

上記(1)マイﾅﾝバｰｶｰド画面の写しまたは(2)の⑦と④1種類ずつの写しをご提出ください。

Oマイナンバーをご記入いただいていない場合であっても､ご提出いただいた住民票情報等を基に､マイナ
ンバー法に基づき､マイナンバーを登録させていただきます。

12



一一

{姦悪軍 」共済独自項目
上－－－

給付飼限事項に係る項目

次の事項に関して該当する場合は､番号をOで囲んでください6

■■
町

組合員として懲戒免職または停職の処分を受けたことがある。

■
■■■

組合員として退職手当の支給制限等処分を受けたことがある。
｡

◆ 凸 申
9 4■写 9

●

禁飼以上の刑に処せられたことがある。
■ 』

13



I

｢公的年金等の受給者の扶養親族等申告害｣の記入方法：
・同封のバﾝﾌﾚｯﾄの13～14ぺｰジをご覧ください。
・以下をご確認のうえ､年金からの所得控除を希望される方のみ､15ページをご記入ください。

申告の記入･押日舳夢 明Lで〈拶六いいば‐
ー

●老齢年金は､所得税法の規定により､その支払いを受ける際に源泉徴収が行われます。
そのため､年金の支払いを受ける畷には､原則として15ページの｢公的年金等の受給者の扶養親族等申告害｣(以下｢申告書』
という)を提出する必要があります｡氏名､生年月日､性別､住脈基礎年金番号等をご記入のうえ、

下の｢配入上の注意事項｣をお醜みいただいてから､必要事項をご記入ください。

●この申告害に混入した扶養親族等の状況に応じて所得控除を行い､源泉徴収税額の計算を行うことになります。
また､所得税法の規定によ叺請求者本人と扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を必ずご配入ください。

●老齢年金から源泉徴収される所得税は､給与所得のように年末調整が行われないことから､その年に納付すべき税額との差
額は確定申告により精算する必要があります。 ；
例えば､給与等の所得のある方が､その給与等の支払者に提出した｢給与所得者の扶養控除等(異動)申告書｣に配入した扶
養親族等と同じ扶養親族等をこの申告害に配入した場合には､双方の所得について重複して所得控除が行われることになる
ため､確定申告により所得税額を納付することになる場合があります。

記入上の注意事項

計配偶者』欄】 r障害｣欄及び『本人障害｣柵は瞥通障害肴の増合lま『普通陣
】氏名等を配入】 害』特別障害者の増合|ま『特男｣障害』をOで囲んでくナさL

虫7障害者l蝕当する方がLる増合は「摘要｣梱l 氏名』
体障害者手幅等の麺類と交付年月日障害の程度(等級なと】

当する俎合l I ご記入<ナさL

1｣力っ年金を i まナ配偶者の合叶所得見積函が38万円を超える場合は配偶
の障害控除は対象I病』ません老人』をOで園I

する配偶零！騨誰:職|鯛篭篭潤謎鯛擶藍
『配偶者の区 l ます
婚姻届を提出I

「専鯛寡夫｣柵lま購求者本人が寒婦の咽合はⅡ寒婦』特男｣ヨ
四m田舎l士g健扇毒蝿』室生の田舎l士『立妾1審○で開AT“

U憩暴翌輌琢配偶者又'ま障害者lこ9
1士禾扉【津1審彰願1．誌当寸晶俎舎【

言I蚕I副」ぬ項官叩か

んでください.配偶者〔
ョ珂存で70歯皿卜、

（注)この欄に記入する配偶者は､謂求者本人と生計を

で､請求者本人と配偶者の所得見積額を計算した結果
分｣の｢1｣｢2｣｢3｣に砿当する場合のみ記入して<ださし
･していない方は対象になりませんのでご注意ください｡

参騨蕊薪辮:溌穂雛繍灘
・12月31日現在で19歯以上23童未満の方につい9
族』に鮫当しますので､『特定』をOで囲んでください
・12月31日現在で70鰻以上の方については｢老人1
1生すの下_『去人1審｡や鴎んで<誇大い‐ ，

｢扶養親族(16崖未満)｣欄は､扶養親族のうち､年金を購求する ！ ．(年金を鯖求する年)の見稜顔をご記入ください｡
・ 2

外とな幟が､1 ･鰡鑿i琴銚職蕊溌難臓謡蕊十 ． ．

年の12月31
・16歳未満

、 障害者に該当する埆合は障害者控除が通用されます。 . . i l証室町セーIこり③ナUル､⑨塞涯､窪7ごl巫大芭元副●二元可、呪匡暮つ
．『扶養親族(,6歳未満)欄は､地方税法第45条の3の3および第3, I た方でご本人の所得(年金を請求する年)の見稜額がSoo万円以

． 下である女性をいいます。 、
7条の3の3の規程によるr公的年金等受給者の扶養親族申告書』のl .『特別募婦』とは､寡婦に該当し4扶養親族である子がいて､かつ、配入柵を兼ねています。

！ ご本人の所得(年金を講求する年)の見積額がSOO万円以下で

蟹辮識搬鰡鰡職灘鰯職栂灘灘鰯…蕊不翻と…甦聯雷-に、
揃患藤胃爾溌豊轟竜誘肖醗扇瀧塵闘鞘甲種号；蕊聾苫冨望竪蕊餓噺慾毎金を繭求する年)の見積甑が

i soo万円以下である男性をいいます。

③溌蕊蕊鍵懇蕊鑿穂職蕪職蝉辮職認謹：
押錘璽蕊幽灘2潅迦Wi脅賓璽蕊鰯著とl巽y具 I鋺別鞭爾の陥賦その後に婚姻していないことが紫件となりま
また､同一生計内の扶養種族簿を分Iﾅご控除を受けたりする堰合 冒 す。
に､該当する扶養親族簿についてご妃入ください。 ！

＠綴§職臓認蝿職鶏騨漂騨曇辮麓燃鶏鰯雲鯛謡爵鮮勗
まだ､扶養親族等の対象者と同居している場合は､区分の『同居』をoで囲んでください。
なお､対象者が非居住者の場合は､次のいずれかの書顛を霞付してください。
①戸鯖の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書鍾及び国外居住親族の族券(バｽボｰﾄ)の写し。
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した害類｡(国外居住親態の氏名､生年月日及び住所又は居所の配戟があるものに限ります｡）

４
４
６

○鰻震駕繍噌鰄難縮認臓熱認耀麟蝋繍ｳ識。
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０
，
０
摘要

6

－ 4

･OOOOは､身体障害者手頓の1級(平成19年4月1日交付)【障客に鮫当する方がいる場合の例】 ‘ ．
･死別､0000(子)所得0万円､本人所得0万円【寡婦･特別轟婦･寡夫に鼓当する方がいる場合の例】

■

･OOOOの住所は東京都。◎市△△◎丁目0番0号【別居している方がいる場合の例】

･OOOOの住所は､OO△△U.SA【非居住者の方がいる珊合の例】

も q

p



公蕃貝共済独自項目

※年金からの所得控除を希望される方は､下記の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてご記入ください。

分公的年金等の受給者の扶養親族等申告番

(1)ご本人の氏名､生年月日､性別､住所､郵便番号鴎基礎年金番号､個人番号(ﾏｲﾅﾝバｰ)をご配入のうえ､必ず麹里してください。

(フリガナ） 男
・
女

⑳ 性
別

氏名 生年月日 昭和 年 月 日
Ⅱ ■

■

住所

騒便響号 侭人番号(マイナンバー）
一

基礎年金番号 ｡ ？

提出日､配偶者の有無､篭鯖番号を肥入してください。

提出日 令和 年 月 日 提出
配偶者の有熊 有璽無

睡鱈番号 一

(2)上記の対象年の扶養製族等の挨況についてご配入ください。
．〈ご本人に控除対象配偶者や扶養親族がなく､ご本人自身が障害者副寡婦･特別暮婦･寡夫に陵当しない場合は､下紀事項を
りません） ． ． .．一

する必要はあ

氏名（フリガナ）

■人番号(マイチンパー）

纏柄 生年月日
一

種別

岡廊爾■
g非居住宿
の区分

所得の■■
・金厘.

陣害

幽岸極

１

己

ｆ

１
Ｐ
ｌ
ｌ

ｌ
公

害
害
鍼
廻

陣
陣
区
の

睡
鯛
》
銅
く

夫・妻 同居
別居
昨屠住凄

~遍泉控除
対象配偶者
．又'古,
陣害者に麟
当する同一
生8侭偶者

園亭
年月 巳

１
０ 老人 〔撫月錨'』

１
１

８
０

０
８

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

８
１ 万円〔年間〕

1.配侭者の合計所得見種衝がag万円以下
2.配局者の合計所得見稜歯が38万円顔～85万円以

3,配偶者の合針所得具稜額が38万円以下
(簸配侭者が陣害者でない珊創さ技除の対象になりません）

同居
別居
非居住者

普通障害

特踊障害

田平

艤鑿，
1 ! ! ! ! ! ! ! l i ! | 特定老人

《
大
平
瓜
珊 同居

劇居
昨居住者

普通陣書

特別障害! ! ! j i ! ! ! i l 特定老人I Q
I ﾛ

うり
同屠
別居
非居住看

扶養襲族
(16酔溢）

普通陣害

特別陣害

￥
8 1 7 1 P ！ ？ ！ 0 4 1

．氏名〈フリガナ） ｜ ・鱗柄｜
蘂
一
癖

具動月日
及び喜由

生年月日 銃栢
住所

■Iフリフ■

大
平
明
軍
令他の所醇

が控除を受
ける扶養輯
族簿 ． 大

平
明
昭
令

■

●

凸

普通障冑

蠅陣害

■

γ
Ｆ
０
Ｐ
Ａ

本人陣

捜要
“

特別寡鍋

暮夫

寡四・

※｢扶養親腹WE薩乗満刀
華ねています。 ．

45条の3の3および第317条の3画3画窺壼に の :』の

(3)あなたが年金の支払し壁受ける支払者(申告先)に図を一つ入れて<鰭さい。 幸

■

■

》
一
ロ
一
画

ロ 関記入2010005002559

地
方
公
務
貝
共
済
組
合

2700150”耐47
法
人
番
号

年金の
支払者
(申告先）

8700150003179

970015000”13

2700150005742

401"05002573

※提出年よ’ 前に ぺて ていただく とI垂！こ

＝ 15

対象年
(提出年） 令和 年



退職共済年金(経過的職域加算額)について

には､退職共済年金原則とし
(経過的

ヨ月以I

『】‐虚

年金膳求書の提出時の留意事項ついて

○年金請求書の提出の際には､切り離すことなく冊子のまま､提出してください。
○記入漏れや記入誤り､必要書類の添付漏れがないかをよくお確かめのうえ､提出してください。

年金購求書の提出先について

｢年金瀧求書｣は以下に記載している実施機関のうち､いずれか1か所の実施機関で手続きを行えば、
手続きが完了します｡
・日本年金機構(最寄りの年金事務所)
・国家公務員共済組合､国家公務員共済組合連合会
･地方公務員共済組合連合会､全国市町村職員共済組合連合会､地方公務員共済組合
･日本私立学校振興･共済事業団

※上記のうちも国家公務員共済組合､国家公務員共済組合連合会で年金の請求手続きを行うことを
希望される方は､最終勤務先により請求先が異なります｡

O自衛隊にお勤めされていた方 ．
‐最後に勤務された自衛隊の駐屯地等の共済担当部署または連合会

○日本郵政グループf旧郵政省､旧日本郵政公社を含む)にお勤めされていた方
今日本郵政共済組合共済センターまたは連合会
〒330-9792さいたま市中央区新都心3-1(電話:0120-978484)
※OSOから始まるIP電話をお使いの方(電話:048-600-1050)

O上記以外にお勤めされていた方
‐公務員として最終勤務先の共済担当部署または連合会

国家公務員共済組合連合会(KKR)年金部
〒102-8082東京都千代田区九段南1－1-10九段合同庁舎
KKR年金相談ダイヤル
aO570-080-556<ナビダイヤル> (受付時間は土日･祝日･年末年始を除<9時～17時30分）
BO3-3265-81.55<一般電話>0570におかげになれない場合(050で始まるお電儲から発信など）
※お問い合わせの際は､基礎年金番号をお知らせください。
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〆 ､ ◆ ■
， ①

老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)を受けることができるときは､老齢厚生年金の請求
をしたときに退職共済年金(経過的職域加算額)の請求があったものとみなされます。

す

b

ゴ

年金鯖求書のお問い合わせ先について ● ■
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Ｊ
■
■
■
Ｉ
■
，
Ｏ
１
ｒ
８
Ｑ
１
ｅ
１
・
■
旬
■
甲
守
″
●
１
■
■
４
８
国
■
ｇ
Ⅱ
召
名
甲
●
も
〃
巳
Ｆ
Ｄ
聖
Ｊ
Ｑ
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年金の請求手続きのご案内(パンフレット）＊

－必ずお読みください～
1

麓年金の請求を行うときは､次の事項にご留意ください。

ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
巴
⑨ ｢年金請求書』は穂支給開始年齢に達してからご提出く鎧さい。

戸籍や住民票など公的機関が発行する書類は雨必ず支給開始年齢に達して
から交付を受けてください。
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I ’O年金決定に要する期間

国家公務員共済組合連合会では、
努めております｡ただし､樫類に不
を要する場合がありますので､あららかじめ盲了承ください。

O公務員共済組合以外の年金加入期間のある方

国家公務員または地方公務員等共済組合以外の年金加入期間のある方は､今回ご提出いただく年
金諸求書をもって､年金加入期間に応じたそれぞれの実施機関が年金の決定および支給を行います。

※実施機関とは､国家公務員共済組合連合会､日本年金機構､地方公務員共済組合および
圓本私立学校振興｡共済事業団のことをいいます。

O年金の時効について

年金を受ける権利が発生したときから5年を過ぎると､法律に基づき､5年を過ぎた分の年金につい
'ては8時効により受けられなくなりますのでご注意ください。 ，

|｡毒害の状態に曇る方
卜厚生年金保険法に定ぬる蝿から3級の障害の状態にある方は､特例により年金額が増額となる場
合がありますので､『年金請求勘をご提出される実施機関へお申出ください。
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穏窺の異なる2つ以上の年金の受給権(年金を愛ける権利)を得た
塔合は､原則として､どちらか画釣の軸を透択することに”､も
うｰ方の年金は支給停止となります。峰

篭鍵麗
(2)雇用保険に加入したことがありますか｡『はいJまたは[いいえを
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鴦撫 繊錘鰯む⑳湿罵保険
被保険者番号 蕊

, ．.､’ず

鰯
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②『いいえjをOで闇〃だ方

営下の嘩幽書"ド刀鐸は獅嬢･竃鯛署名し忽<鐘さい‘
慕陶書

湛は以下の理由により､雇用保険被保険者証等を添付でき索ぜん
(該当する項目を。で囲んでください)‘ ． ： 、． ．。

暇愚璽曾璽入竃叢駈に勤痩ご唾斌塵用保険②徳侭卿屑藤畷Z蕊I溌琢~で宇
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一6．加給年金額に関する生計維持
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｝
･年金手犠

:蓋窒譲薫綴綴者騒
旬 ■

いずれか②
書顛(写し）

購求害に個人番号(マ
イナンパー)を配入した
増合は､このパンフ
レットの.14ページを参
照のうえ､添付書類を
そろえてください。
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○世帯の状況を確麗できる害類
･世帯金員の住民票 ：
＊ご本人の戸簡の抄本〈戸籍の一部事項歴明書)を添付
する方は､住民票に筆頭者欄の配載があるもの
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O配偶者の基礎年金番号を明らかにできる書類
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○子とご本人の身分関係を明らかにできる書類

｝卿
・子とご本人受地金戸鰭の抄本(戸緒の－鄙
事項歴明書〉
．ご本人の戸籍の磯本(戸庸の全部事項証明書）
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別世帯となっていることについての理由書蕊霧蕊蕊諜饗
以下の①-③のすべての寄類を漆付してください。
①同居についての申立香， ． ’
②別世帯となっていることについての理由書
③生計を同じくしている事情をご存じの民生雲風や町内会長樵第三
者の証明書またはそれに代わる書類(※〉

現に日常生活を共にし､かつ生活●住所が住民票上異なっているが、
上の家計を－つにしているとき。

I
以下の①-③の垂迦書類を震付してください。 ｜
①別居していることについての理由裳. ．・ ・
②塗講費等の経済的な援助および定期的な菅腫.妨闘が行わ派’

単身赴任.就学または病気療養等のやむを得ない事構により住所：
が住民累上異なっているが､その事情力鞘減じたときは詞常生活
を共にし：生活上の家針を一つにするとき。 ・
例)①生活黄､療養費辱の経済的な援助が行われている墳合．
②定期的に審憶､訪問が行われている場合 ．

(※)第三者の証明書に代わる書類について
（次のいずれかの書類をご用意ください｡）
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健康保険等の被扶養者
(国民健康保険は酸当しません)

了6 、

国民年金第3号被保険者

皇¥』
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健康保険または共済組合等の敏扶養者であることを明らかにする筐
とのできる健康保険被保険者柾または組合員歴等 ．

第3号被保険者協定通知書(第3号被保険者資格骸当通知書)
または ・ ・ ； ． ． ． 〆
年金手帳(第3号被保険者である旨の肥戦があるものに限る〉
＝一一一二 ．ゼ ‐誼一一一一一ﾆｰｰｰｰ

国民年金保険料免除該当通知饗または国民年金保険料免除申繍
承淫通知書． ．．

配偶者

国民年金保険料免除者
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保渡開始決定通知書生活保獲受給者
.I ． ‘ ・ 弓

健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにするこ
とのできる健康保険被保険者鉦または組合貝証等 ：|濯灘漁鱗競議鯏
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藤保険等の被扶養者になっている増合； ・
(国民健康保険は該当しません〉。

給与計算上､扶養手当等の対象Iこなっている場合

税法上の扶養親族になうている堀合 ． ．
a 争

定期的に送金がある堵合
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被扶養者であることを明らかにすることのできる健康保険被保
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給与明細または賃金台犠等
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定期的に送金されていたことのわかる現金委留の封筒また厩
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あなたが組合員として勤務されたことがあり､退職時に退職一時金を支払われたことがある場合､老
齢厚生(退職共済)年金の受給権〈年金を受ける権利)を有することになったときは､この退職一時金の
額に利子に相当する額を加えた金顎を返還していただくことになります。

○退職一時金の返還制度の概要

支払われていた給付です。

を受けた方の組合員期間殉諏挿に上&』.掴去に湿塵一時金の支劇
退職一時金は

昭和61年4月
にら撤毬:過駿

咽潮

=蒔金を受けていなかった方と全く同じ計算方式による共済年金が支払われることになった
ため､同一の組合員期間について年金と退職一時金の二重の給付が行われるのを防止するための措置とし
て､退職一時金の返還制度が実施されることになり叢した。
ただし､退職一時金の全額の支給を受けている場合(将来の年金を受けるための財源を残していない堀合〉
に限っては､その退職一時金の基礎となった加入していた期間と､それ以外の公務員期間に係る厚生年金保
険の被保険者期間(第2号及び第3号厚生年金被保険者期間)とを合計しても20年未満の場合には､退職一
時金の基礎となった期間は年金額の計算の算定基礎にはなりませんので､その期間に基づいて受給した退
職一時金については返還する必要はありません｡
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｢記入上の注意」

1． この退職届は､長期組合員の資格を喪失した時にご提出いただくものです｡そのため､お勤め先(各省庁など)が変わっても
引き続いて長期組合員である場合には､ご提出いただく必要はありません。

また､退職時に老齢厚生年金の受給権がある場合は､この退職届を提出していただくのではなく､老齢厚生年金の請求を
行ってください。

2． 「組合員氏名j欄のﾌﾘガﾅは､上欄にカナ文字で左端から記入し､姓と名の間は1マスあけく濁点(汎半濁点(｡)も1マスを
用いてくださいd(退職時の氏名を記入してください｡）

3． .｢生年月日j欄､｢資格取得年月日｣欄及び｢資格喪失年月日｣欄の｢元｣欄は､昭和の場合は｢3]を、平成の場合は｢4｣を、
令和の場合は『5｣を記入してください。

4． ｢資格取得年月日｣欄ば､今回の退職に引続いた期間の始期を記入してください。

5． 「資格喪失年月日｣欄は､退職年月日の翌日を記入してください。

6． 「既決定番号｣欄は､過去に退職した期間ごとに､それぞれ記入してください6

7． 退職後の住所変更がある場合には､G記号欄に必要事項(組合･支部等ｺｰド､漢字住所､カナ住所)を記入してください。

8． 住所の変更がない場合には、提出時住所を｢組合員であった方又は届出者｣の住所欄に記入してください。

9..、退職届に記入した氏名又は住所に異動があった場合には､国家公務員共済組合連合会に届出が必要です。
届出用紙はKKR年金相談ダイヤルにお電話いただくか､連合会のホームページで取得することができます｡．

年金相談ダイヤル缶O570-OBO-556(ナピダイヤル）

0570におかけになれない場合はO3~3265-8155(一般電話）

連合会ホームページhttps://wwwkkr.orjp/nenkin/kumiaiin.taishoku/pdf/179｣uhen.pdf

注:転居等の場合は､郵便物の受取ができるよう郵便局への転送手統きを必ずお願いいたします。



年金の繰り上げ，繰り下げによる受給額の比較例
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皇3,
80 1,106,600 12,172,600 779,300 120468,800 5,500 80 2L272,000 28,192,000 1,600.000 川.()U(） 1,312,000一

坐
蹄
一
‐
坐

28,864,000

30,176,000

378,600 釦2-364ｩ600 2,379,300 41.,268,800 1,857,500 39.007,500

Ｉ

81 1,106,600 13,279,200 779i300 13,248,100 45.500 81 2,272,000 訓1． 11刑.(1(11） 1,600.000 0,000 1,312,000 3,378,600 43;743,200 2,379,300 43,“8,100 1,857,500 40,8650"0
14,.385,800 緬

刷
凧
諏

2,272,000

2,272,000

2,272,000

2,272,000

82 1,106,600 779,300 14,027,400 5450500 1,857,500
ｰーー一一｡‘！

1,857,500

I;腸 ;2,7:IIi.【川(） 1,600,000 0,"0 1,812,000 3,378,600 2,379,300
--

2,379,300

17．1翌1．瓢川
一一

”.:Wl(》･ IⅨ)

46,027,400 42,722,600
l－pI■■ー

44,580,000
'13.092,.000183 1,108,600 15,492.400 779.300 14,806,700 546,500 83

’
;1筋.〈X鵬.1)I》【） 1,600,000 0,000 1,312,0“

i
3,378,600 48,406.700

F応而
’ ｜

’

84 1,106,.600 16,599,0001 15,586,000 545,500 84 0,0001&B7､型H().IⅡ1《】 1,600,000 1,312.000 32,800,000 3,378,600 昂:l-H71j.I)11〔1 2,379,300 50,7869000 1,857,500 46,437.500
’851 1,106,600 17,705,600 779,300 16,365,300 546,500 85 ;11J.局弛.りU(’ 1,600,000 0,0" 1,312,000 34,112,000 3,378,600 姉.蕊7,“11 2,379,300 53,165,300 1,857,500 48,295,000

※ 繰下は，繰り下げ期間1月につき0． 7％の増額
繰上は,繰り上げ期間ユ月につき0. 5％の減額

最大で＋42％

最大で－30%

の額

金

着色部分は累計額が有利な部分


